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はじめに

令和 5年 9月 5日 、上越市立小学校において、乳・乳製品に重度の食物アレルギーのある児童

に対し、誤つて乳成分を含んだ給食を提供するという、あってはならない、命にかかわる重大な

事故を起こしてしまいました。重ねて、児童がアレルギーを発症 した後の教職員の対応が円滑を

欠き、児童にとても苦しく辛い思いをさせることとなりました。

本来、安全・安心でなければならない学校給食の事故により、当該児童とご家族の心身に大き

なご負担をおかけしてしまったこと、そして、食物アレルギーと日々向き合いながら過ごされて

いる多くの皆様にご心配をおかけしてしまったことに対し、深くお詫び申し上げます。

この間、児童、保護者へのケアを最優先に行つてまいりましたが、当該児童は、現在も給食ヘ

の不安や恐怖があり、事故が発生した普通教室での授業にも不安を示しており、給食については

別室で、加工品の原材料表示を確認 してから食べるという状況が続いています。

食物アレルギーの対応は命にかかわるという認識の下、学校給食にかかわる職員一人一人がマ

ニュアルに示された役割やとるべき行動の意味をしつかりと理解 し、実践し、安全・安心な給食

の提供に企力で取 り組まなければなりません。

この報告書は、当市を始めとする全国の学校等における食物アレルギー事故の防止と緊急時対

応力の向上に資するよう、今回の事故の検証とともに、既に実施 し、あるいは今後取 り組む改善

策について、有識者の意見を踏まえ、取りまとめたものです。

上越市教育委員会
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1 上越市の学校給食の現状

(1)学校給食の提供状況

当市では、市立小学校 47校、中学校 22校の計 69校全てで学校給食を提供 している。提供

数は 12,643食 (令和 5年 5月 1日 現在 )、 給食を調理する場所は 64か所 (単独校 61校、共

同調理場 3セ ンター (受配校 8校))である。

献立作成は、①合併前上越市小学校 (27校 )、 ②合併前上越市中学校 (9校 )、 ③区単独校

(25校 )、 ④共同調理場 (3セ ンター (受配校 8校))の 4つの献立班に分かれ、毎月、各班

ごとに基本献立を作成している。①②はこの基本献立で実施 (統一献立)し、③④は基本献立

決定後、各学校・センターの状況を踏まえ、学校単位で一部献立を変更して実施している。

(2)食物アレルギー対応の状況

参考 :食物アレルギー対応の各種マニュアル

*学校における食物アレルギー対応の手引き (上越市教育委員会)・ ・・資料 3-①

*学校における食物アレルギー対応指針 (新潟県教育委員会)

*学校給食における食物アレルギー対応指針 (文部科学省 )

*学校のアレルギー疾患に対する取組ガイ ドライン (財団法人 日本学校保健会)

当市では、国・県のガイ ドライン等を踏まえて作成 した資料 3-①の手引きに基づき、食物

アレルギーのある児童・生徒が、他の子どもたちと同じように給食を楽しみ、食生活の質を向

上させることを目指 し、安全を最優先に食物アレルギー対応の給食を提供するとともに、食

物アレルギーのある児童・生徒及びその保護者の学校生活に対する不安を解消するように努

めていくことを基本的な考え方・対応方針とし、学校給食の提供に取り組んできた。食物アレ

ルギー対応が必要な場合は主治医の指示・診断 (学校生活管理指導表
※1)の

下、除去食・代替

食等の対応を行っている。安全確保のため、原因食物の完全除去対応 (多段階の除去食は行わ

ない※2)を基本とし、学校や給食室の状況により無理な (過度に複雑な)対応は行わないと示

している。

各校では、食物アレルギーに関する調査を入学時及び進級時に実施し、対応が必要な場合

は主治医の指示・診断 (学校生活管理指導表)に基づき、保護者と面談を実施する。保護者と

面談 した内容を踏まえ、校内取組プラン及び個別対応計画を作成 し、各校の食物アレルギー

対応委員会※3で協議 した上で、決定した食物アレルギー対応を保護者に説明、確認する。あ

わせて、全ての教職員で対応内容を確認し、共通理解を図る。以上のことを毎年、入学 。転

入 。進級時、その他新規で発症等があった場合に繰 り返し実施している。

※1学校生活管理指導表   :個 々の児童生徒についてのアレルギー疾忠に関する情報を、保護者が主治医に記載してもら

い、学校に提出するもの

※2多段階の除去食     :個 人の食べられる範囲に対して対応すること。牛乳を例にすると、①完全除去 ②少量可

③力日工品可 ④牛乳を利用した料理可 ⑤飲用牛乳のみ停止などの範囲に応じた除去

※3食物アレルギー対応委員会 :食物アレルギーのある児童生徒のために、校長の指導の下、各校単位で設置

それぞれの職務に応じて、関係職員で組織し、校内の教職貝全員が共通認識を持ち、学校全

体で対応していくためのもの                 、
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栄養教職員は、毎月の献立作成後に、翌月分の原因食物をチェックした献立表となる 「詳

細な献立表」、「家庭の同意書」、 (必要に応 じて)「力日工品の配合成分表」を各家庭に配布 し、

アレルギー対応を確認いただく。家庭の確認を受けたのち、学校内で毎月の 「封応一覧表」

を情報共有して対応 している。

給食室では栄養教職員と調理員、又は調理員 2人が、資料 3-①の手引き_様式集」様式 10

「アレルギー対応当日のチェックリス ト」を用い、点検や確認をしながら調理・配食を行 う。

納品された加工品のアレルゲンの配合成分表確認や、対応者には除去食・代替食の対応カー

ドを付ける等、複数人で点検し、給食を提供する。また、食物アレルギー対応の配膳には色の

違 うトレイ・食器 (通常ピンクに対し、アレルギー対応はグリーン)を使用している。

教室では担任等が、資料 3-② 「給食指導担当職員用・食物アレルギー対応当日チェックリ

ス ト」「食物アレルギー対応カー ド (P16参 照)」 等を使用して教室で徹底すべき対応を確認 し

て児童生徒の給食提供を行っている。

【上越市立小中学校における児童・生徒の食物アレルギーの状況 (各年度 4月 末現在 )】

○ 原因食物 :卵、いくら、くるみ、えび、キウイフルーツ、そば、かに、落花生、カシューナ

ッツ、乳が多い。なお、原因食物は 100種類ほどと非常に多岐にわたる (給食対応無の食物

も含む)。

○ 食物アレルギー報告者の割合は増加傾向である。そのうち、給食対応者の割合は横ばいの状

況である。

○ 食物アレルギー報告者がいる学校は 64校 (1校当たり1人から最大 30人 )、 うち給食対応

者がいる学校は 57校 (1校当たり1人から最大 16人)である (R5)。

○ エピペン①処方有の内訳は、そば・ピーナッツ等給食で使用しないと決められた原因食物も

あるが、給食で使用する原因食物でのエピペン①所有は 「卵・乳・小麦」等である。

※4給食対応者       :「 食物アレルギー有」と報告があつた児童生徒のうち、給食での対応が必要な人数

※5食物アレルギー報告者  :「食物アレルギー有」と報告があった人数 (給食対応者、給食対応無を含む)

給食対応無となる食物アレルギー :学校生活 (給食以外)での留意が必要な食物アレルギー

*例として、特に重篤度の高い原因食物であるため給食では使用しない食品 (そば、落

花生、カシューナッン、くるみ)や、学校給食の衛生管理の基準上、給食では提供しな

い形態の食品 (生卵等)においてアレルギーを有する場合

※6エピペレO       :「 アドレナリン自己注射薬」の商標名

※7「アナフィラキシー有」と「エピペン① 処方有」の人数の違い :アナフィラキシーの症状の既往があっても、医師の診断により

エピペレOの 処方がない児童生徒がいるため

年

度

児童

生徒数

食物アレルギー報告者のうち

給食対応者※4
食物アレルギー報告者

※ 5

アナフィラ

キシー有

※6

エピヘ
°
ン①

処方有
※7小学校 中学校 合 計 割 合 小学校 中学校 合 計 害1合

R ブE
13,784

人

191ノ、

(40/50校 )

92人
(18/22校 )

283ノ、

(58/72校 )

2 05

%
251人
(47/50校 )

139人
(19/22校 )

390人
(66/72校)

2.83

%
59人

(1513%)

44人
(1128%)

R2
13,510

人

181人
(43/50校 )

94ノ、
(18/22校 )

275人
(61/72校 )

2.04

%
304人

(49/50校 )

172人
(20/22校)

476人
(69/72校 )

3.52

%
49人

(1029%)

48人

(1008%)

R3
13,289

人

192人
(43/48校 )

96人
(20/22校 )

288人
(63/70校 )

2 17

%
329人

(45/48校 )

181人
(22/22校)

510人
(67/70校 )

3 84

%
63人

(1235%)

54人

(1059%)

R4
12,957

人

174人
(41/47校 )

106人
(19/22校 )

280人
(60/69校 )

2.16

%
331人

(42/47校 )

187人
(20/22校)

518人
(62/69校 )

4.00

%
61人

(1178%)

55ノヘ、

(1062%)

R5
12,643

人

159人

(39/47校 )

98夢、

(18/22校 )

257人
(57/69校 )

2,03

%
340人

(43/47校 )

187人
(21/22校)

527人
(64/69校 )

4.17

%
61人

(H57%)
52人
(987%)
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(3)食物アレルギーに関する研修等の状況 (令和 5年度 )

食物アレルギーに関する研修について、毎年、学校及び市教育委員会においてそれぞれの

研修計画に位置付け実施するとともに、過去の事故事案を繰 り返すことがないよう、改善策

やヒヤリ・ハット事例の共有、文書による注意喚起等を行っている。

【学校】

○ 全教職員対象の校内研修 (4月 中) 全校実施

講師 :各校の状況により、養護教諭、栄養教職員、必要に応 じて主治医や消防署員

○ 必要に応 じて校内研修 (新規発症や対応の変更があつた場合、新学期前等)

各校の判断で実施

【市教育委員会】

○ 学校における食物アレルギー対応について説明 (4月 当初)

対象 :学校管理職

○ 食物アレルギー研修

・ アレルギー専門医による研修 (6月 5日 )

対象 :全校の教職員

・ 各学校のアレルギー対応に関する対話型研修 (7月 28日 )

対象 :全校の給食主任

○ 各校へ研修、校内取組プラン等の確認、教職員の意識調査を指示 (8月 中)

対象 :可能な限り、全教職員

・ 6月 実施の食物アレルギー研修動画を配信

・ 校内取組プラン・個別対応計画の確認

・ 教職員の意識調査

○ 学校給食調理員夏期研修会 (8月 2日 )

対象 :学校給食調理員、栄養教職員

内容 :市の食物アレルギーの現状及び、市手引きに基づく給食室の対応等

○ 事故やヒヤジ・ハット事例等の共有、改善策の検討

・ 事故や学校から寄せられるヒヤリ・ハット事例等を全ての学校へ周知 (RΠ 時通知のほか、

校長会資料や教職員向けの文書等を活用し共有)するとともに、改善策を′検討 し研修に

反映

○ 都度周知

。 国 。県の文書による注意喚起
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2 当該児童のアレルギー対応の状況

以下、当該児童については 「児童」と表記する。

・学校生活管理指導表の記載状況 (R5.1.20記 載、R5。 1.24提 出)

【病型・治療】    A食 物アレルギー病型  :即時型

Bアナフィラキシー病型  :食物 (原因 乳)

C原因食物・除去根拠  :牛乳 。乳製品 (除去根拠 1、 2、 3)

1明 らかな症状の既往 2食物経口負荷試験陽性 3.IgE抗 体等検査結果陽性

D緊急時に備えた処方薬  :内服薬、アドレすリン自己注射薬

【学校生活上の留意点】A給食                :管 理必要

B食物・食材を扱う授業・活動     :管 理必要

C運動 (体育・部活動等)       :管 理不要

D宿泊を伴う校外活動         :管 理必要

E原因食物を除去する場合により厳しい除去が必要なもの:無

Fその他の配慮・管理事項 :乳で喉頭浮1重を起こし、呼吸困難になったことあり

・児童の牛乳・乳製品の閾値 :0,016g(入学時点の個別対応計画より)

↓

学校生活管理指導表に基づき、学校は保護者と面談・協議 し、食物アレルギー対応委員会

において校内取組プラン及び個別対応計画を作成し、保護者の確認を得た内容について、

全教職員で共通理解を図り、取組を実施

以下、給食に関する配慮事項 (R5,3.3保 護者との面談実施後に更新 した内容)

○ 当該校の食物アレルギー校内取組プラン (一部抜粋・要約 )

献立の確認方法

対応手順

1 栄養教職員は 「①加工食品の配合成分表」を食品業者から取 り寄せる。

2 ・栄養教職員は①を含めた献立使用食材を確認 し、翌月の「②O月 の給食にお

ける食物アレルギーの対応について (家庭保存用、学校保存用)」 と、「③

詳細な献立表」を作成する。

・①②③について、養護教諭→教務→管理職の確認を受ける。

3 養護教諭は、確認を受けた①②③を連絡封筒に入れ、担任から該当児童に渡す。

4 保護者は①②③を確認後、②に署名 して担任に提出する。担任→養護教諭→栄

養教職員へ渡す。

5 栄養教職員は②を確認し、押印をして養護教諭へ渡す。養護教諭が再度確認後、

② (家庭保存用)と ③の写しを担任に渡し、ファイルに保存する。

「④アレルギー除去食・代替食一覧表」を教室に掲示する。

6 毎月の①～④の書類は、養護教諭、栄養教職員、調理員それぞれが保管又は掲

示しておく (養護教諭は給食ファイルに保管、④は写しを職員室の冷蔵庫に掲

示する。給食室には①～④の写しを渡す。調理員は④を給食室に掲示する)。
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食物アレルギーを有する児童への給食の提供と確認

★誤金の際は、養護教諭作成の 「個丹llの 封応フアイル※81に詔識 の封 応 テ ルる^

対応

手順

対応の

場所

1

前 日

まで

給食室 「献立表給食 日誌」と「調理指示書」と①②③④及び「⑥食物アレルギ

ー対応カー ド」の書類のアレルギー該当食品と対応内容を確認する。

当 日

2 給食室 朝の打ち合わせでアレルギー対応について確認 し、「⑤食物アレルギー

対応当日のチェックリス ト」を実施する (調理の前段階から、調理後の

提供までをチェックする)。

3

当 日

給食室 ・除去食、代替食を提供の有無に関わらず、食物アレルギー専用の食器・

お盆 (緑色)に盛 り付け、給食室で 1食分セットしラップをかけ、⑥

を付ける。

・学級外の教員と調理員が除去食・代替食の内容を⑥で確認 し、教室ヘ

持っていく。

4

当 日

教務室 ・検食にも別食器で除去・代替食を提供する。

・検食者は除去食・代替食を確認し、⑥にサインをする。

※調理員は検食簿とともに⑥を保存する。

5

当 日

学級 。学級外の教員が届けた除去食・代替食の内容を児童・担任・級外は④

と⑥を照らし合わせて確認し、児童に渡す。

・検食者は除去食・代替食が正しく配膳されているか確認する。

6

当 日

学級 「いただきます」をしてから、本人がラップを取つて食べる。

★除去食・代替食の提供に関わらず、教室でおかわりはしない。

代わりに、給食室において多めに盛 り付けておく (多 めに盛ってある

ので、残 してよい)。

※8 食物アレルギーを持つ児童の個別対応計画を綴った学校独 自のファイル

○ 児童の令和 5年度食物アレルギー個別対応計画 (一部抜粋 )

学校生活での配慮事項

教育

活動
確認項目 具体的配慮と対応

給食 給食対応 ・クラスで喫食する。席は離したまま前を向いて食べる (ク ラス全員)。

・給食の前後で手洗いを行 う (ク ラス全員 )。

。他の児童は食器を片付けてから手洗いし、その後歯磨きをする。

・下膳は一番先に行 う。ただし、「ごちそ うさま」に間に合わないとき

は、担任の机の上にお盆・食器をおき、担任が下膳する。

・牛乳や乎L製品に触れた場合は、すぐに洗い流す。

・牛乳や乳製品がこばれた場合、児童は近づかず、職員が拭き取る。

。他の児童の牛乳パックは畳まず、ス トローは抜かずに回収する。
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・台ふきんは、児童は青、その他の児童はピンクとする。

給食当番に

ついて

・給食当番は牛乳・乳製品に関係のないもの (ご飯や配膳前の机拭き等)

で参加する。

・給食当番のエプロンは当該児童専用のもの (ワ ンペンがついている)

を用意し、担任が管理・保管する。

・下膳後の片付けには参加 しない。ワゴンの返却について行くのはよい

が、ワゴンには触らない。

そ の

他

登下校・清

掃時など

・歯磨きについては、教室の自分の席で歯磨きをし、図書室の水盤でう

がいをする。

発作時の対応

事故の経過

本件事故の発生から救急対応の経過は以下のとお り

O発 生日時  令和 5年 9月 5日 火曜日 12時 15分頃

○ 発生場所  上越市立小学校

○ 当日の献立 ごはん、牛乳
※9、 セルフのビビンバ、中華風コーン卵スープ※10

0原 因食材  冷凍クリームコーン (脱脂濃縮乳)

○ 主な経過  詳細は、資料 1「本件事故当日の対応の経過」を参照

※時刻は、教室の壁掛け時計の時刻

★印は、上越地域消防局のコンピュータ記録に基づく時刻

3

発 作

時 の

対応

発作時の

対応手順

。第一発見者はそばについて目を離さず、記録をとる。

・他の職員の応援を呼び、①エピペン①や内服薬を持つてきてもらう②

救急車を要請する③保護者に連絡する④かかりつけ医に連絡する。

・薬が飲めるようなら、内服薬を飲ませる (呼吸器系のときはセレスタ

ミン、華麻疹のときはアタラックス)。

・アナフィラキシー症状が出ている場合は、すぐにエピペン⑥を打つ。

時 刻 経  過

12:15頃 給食開始

12:25頃 児童が給食を 1/3程度食べた頃、腹痛を訴えて、 トイレに行く。

12i30頃 担任が トイ レ入 日から中を覗いたが、まだ用を足 していると思い、声を

掛けなかつた。

12:35頃 同じ教室で給食を食べていた職員Aが担任の指示を受け トイ レに様子

を見に行き、「大丈夫ですか」と聞くと、「はい」と返事があった。「給食

を片付けてもいいかな」と聞くと「片付けてください」と返事があった

ため、職員Aは教室へ戻り、担任に伝えた。

児童は苦しくなつてきた中で、一人で教室に戻る。

教室に戻つた児童を見て、担任は顔面が紅潮していることに気付き、さ
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らに児童が 「気持ち悪いです」と訴えたため児童を寝かせて、エピペン

①を準備 し職員Aに保健室への応援要請を指示した。

12:43 養護教諭・担任が児童の状態を確認 し、担任がエピペン③を打つた。校

長が救急車要請に向かつた。

★ 12:51 校長が救急車を要請、教頭が保護者に連絡

児童は腹痛、胸・腕 。足に華麻疹、手足の痺れ、息苦しさあり、咳なし、

会話ができる状態であった。

12:52 養護教諭が内服薬 (ア タラックス)を飲ませた。

18:OO 養護教諭が内服薬 (セ レスタミン)を飲ませた。

★ 13:02 救急車到着

13:05頃 保護者到着

★ 13:12 救急車出発、新潟県立中央病院へ搬送。保護者と養護教諭が同乗

13:30頃 校長が給食室に児童が給食中に救急搬送されたことを伝えた。その後、

栄養教職員 (本務校 )イこ連絡するが出張のため不通

校長から市教育委員会へ第一報

「アレルギー症状が見られ、エピペン①注射の上で救急搬送した。本 国

の給食対応は、牛乳以外はアレルギー対応無しの日である」

★ 13:44 救急車が新潟県立中央病院に到着

14145 校長から市教育委員会へ第二報 (搬送先病院から養護教諭が学校に報告

した連絡内容)

「症状は落ち着き、現在専i麻疹を抑える点滴を投与。24時間経過観察と

して 1泊入院となる。医師からは『学校から持参した詳細な献立表に

【乳】は無いが、給食が原因なのではないか。』との一言があった」

15:OO頃 市教育委員会は学校からの報告を受け、出張先にいる栄養教職員に連絡

をとり、「加工品も含め対応に問題はないか」を確認。栄養教職員から

「飲用牛乳以外は除去対応なし」と返答あり。

15:30頃 出張先の栄養教職員から市教育委員会へ報告

「スープに使用した『冷凍クリームコーン』について、発注業者に電話

で聞いたところ、『乳成分 :脱脂濃縮乳』が入つていることを確認した

(口 頭確認)」

→ 給食の誤食によるアレルギー症状の発症と判明

→ 至急、誤食であることを学校管理職へ連絡するよう指示

15:45頃 栄養教職員から連絡を受けた調理員が、学校で納入物資の表示を確認

し、教頭に「脱脂濃縮乳」の表示が確認されたと報告。

教頭から連絡を受けた校長は、保護者にスープに乳成分入 りの加工品を

使用したこと、そのためにアレルギー症状が出てしまったことを謝罪。

「詳細は分かり次第知らせる」と伝えた。

17:05 校長から市教育委員会へ第二報

「保護者が搬送先の病院から学校に戻ってきた。保護者から搬送先の医
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師から『エピペン①を打つたことがよかつた、症状がひどくならずに済

んだ』と言われたこと、皆さんからよくしてもらってひどくならずに済

んだという言葉を受けたこと、直近では 8月 (夏体み中)も親戚の家で

エピペン①を打ったことを聞いた」

栄養教職員、調理員、保護者それぞれにおいて『冷凍クリームコーン』

の配合成分表 (FAX用紙)を確認

18:45 給食における食物アレルギー誤食事故が発生したことについて、保護者

イこ「公表する」ことを確認し、公表

※9 児童においては、食物アレルギー対応のため自宅から飲用豆乳等を持参

※10「冷凍クリームコーン」を使用 した献立

上記の経過について、栄養教職員、調理員への聴き取 り及び現地調査の結果、「学校における

食物アレルギー対応の手引き」において定めた、本来行わなければならないことを行つていな

かった。具体的には、①栄養教職員が 「冷凍クリームコーン」に 「乳・乳製品」が使用されて

いないと思い込み、事前に配合成分表を取 り寄せず、未確認のまま発注したこと ②調理員が納

品時以降に行 う原材料確認において 「脱脂濃縮乳」の記載を見落としたこと、が原因である。

4 事故の経緯 H検証 H改善策

事故後、関係者へ聴き取りを行い、事故の経緯を把握するとともに、有識者の意見を踏まえ、

検証と改善策の検討を進めた。

(1)給食提供

献立作成から事故当日の配食までの詳細は以下のとおりである。

当該校は、食数 118食 を調理員 3人で調理しており、当該校を兼務する栄養教職員が月 1

回勤務 している。栄養教職員の担当は本務校A校、兼務校 B校 (当 該校)・ C校の計 3校であ

る。栄養教職員の担当 3校 における食物アレルギー対応児童生徒は計 4人であり、このうち

除去対応は 1人 (乳・当該児童)のみ、その他の 3人は給食に使用しない食品に対するアレ

ルギーのため、除去対応は無い。

また、当該校においては、全ての児童の給食に乳・乳製品を使用しない主菜・副菜を提供

している。

□
ア 献立班からの基本献立の提示

・献立班の基本献立は、献立班に属する栄養教職員 9人が当番制で作成している。

8月 ・9月 分は、基本献立を担当した他校の栄養教職員が、6月 1日 の献立作成会議時

に示し、献立班に属する栄養教職員全員で作成 した。

。その後、基本献立を担当した栄養教職員は、基本献立に使用する加工品の配合成分表

について、献立実施の前々月の月末 (6月 22日 )に各校が共通で使用できるよう情報

共有した。

-9-



イ 献立作成

。当該栄養教職員は、担当校 3校の状況を踏まえ、アから献立を変更し、当該校の献立

を 7月 10日 に作成した。

・事故当日のスープも、アで示された基本献立ではなく、担当校 3校向けに変更したも

のであつた。

・当該栄養教職員は、当該校について乳無し献立となるよう意識して献立作成の作業を

進めたが、スープに使用するクリームコーンは乳無しの製品と思い込み、業者から配

合成分表を取り寄せなかつた。

・この時点で、当該栄養教職員がいずれのクリームコーンを使用するつもりであつたか

は不明であるが、献立管理を行 う給食管理システムには「冷凍クリームコーン (A社 )

」と入力していた。

レ当該栄養教職員がこれまでに使用 したクリームコーン

加工品名

冷凍クリームコーン l kg

(A社)

令和 4年度、乳無しの製品と確認 して使用したことが

ある。

レトル トクリームコーン

500g又 は l kg(B社 )

令和 5年度、乳無しの製品と確認 して使用していた。

ウ 献立説明

。当該栄養教職員は、8月 ・9月 分の調理員への献立説明を 7月 11日 に行った。

。今年度これまで使用した 「クリームコーン」については、B社の「レトル トクリーム

コーン (乳無し)」 を発注することが続いていたが、今回の献立表給食 日誌には「冷凍

クリームコーン」と表記されていたため、調理員は「冷凍 ?違 うもの ?」 と思つたも

のの、この加工品も乳無しなのだろうと、栄養教職員へ確認することはなかつた。

・確認 しなかつた理由は、栄養教職員が異動により代わつた令和 4年 4月 時点で、前任

栄養教職員と比べて加工品の配合成分表の配布数が半分くらいに減少したため、調理

員は「不足分を配布 してほしい。」と申し出たが、栄養教職員から「これでやつてもら

えればいいです。」と言われ、それ以上は言えなくなったからとのことであつた。

。一方、栄養教職員に対し、調理員から配合成分表の不足に伴 う要望があつたかを確認

したところ、「記憶が定かではないが、(要望は)無かったと思う。」という回答であっ

た。調理員から聴き取つた内容と食い違 うが、それ以上の確認はできなかつた。

工 不足する配合成分表の取り寄せ

。調理員に説明し献立が確定した時点で、当該栄養教職員は基本献立から変更した献立

において不足する「加工品の配合成分表」を取り寄せたが、その際にも「冷凍クリー

ムコーン」については取り寄せず確認 しなかつた。
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オ 配合成分表の事前配布

・栄養教職員が取り寄せた8月 ・9月 分の加工品の配合成分表はまとめて、7月 21口 に

当該校の給食主任を通じて、調理員に配布した。調理員は、栄養教職員から配布された

配合成分表には事前に目を通 し、乳が含まれていないことを確認 した。

力 教職員による確認

・栄養教職員は、7月 25日 に校内での確認を当該校の給食主任へ依頼 した。

。当該校では重度の乳アレルギー対応として、栄養教職員が 「②加工品の配合成分表」

を含めた献立使用食材を確認、翌月の「④8月 。9月 の給食における食物アレルギーの

対応について (家庭配布用、学校保存用)」 と「②詳細な献立表」を作成し、栄養教職

員→養護教諭→管理職→養護教諭→担任による確認を受けていた (当 該校の校内取組

プランで定めた手順)。

・ただし、「冷凍クリームコーン」については「②力日工品の配合成分表」の配布が無かつ

たため、教職員は確認 していない。

キ 発注

・令和 5年度は、主にB社の 「レトル トクリームコーン」を乳無しの製品と確認し、使

用 してきた。これは、当該栄養教職員が担当する当該校以外の学校の給食提供数に合

わせ、500g規格のものを使用 したいと考えたためである (令和 4年度に使用したこと

のあるA社の 「冷凍クリームコーン」には 500g規格なし)。

・当該栄養教職員は、イにおいて給食管理システムに「冷凍クリームコーン (A社 )」 と

入力していたが、同システムから出力された給食物資発注書を「冷凍クリームコーン

(B社 )」 と修正し、7月 27日 に発注した。

。当該栄養教職員は、B社の「冷凍クリームコーン」を当該校においてこれまで使用した

ことがない。配合成分表を取 り寄せず未確認の加工品に修正した理由は、聴き取りで

は分からなかつた。

・発注後、栄養教職員から届いた給食物資発注書について、調理員は数量不足等が無い

かのみ確認した。

ク 保護者による確認

・2学期開始前の 8月 23日 に、学校から保護者に 「②力日工品の配合成分表」「④8月 。9

月の給食における食物アレルギーの対応について (家庭保存用、学校保存用)」
「②詳細

な献立表」を配布 し、翌日保護者から学校保存用の確認書類が提出された。

・保護者は、加工品の配合成分表について、前任栄養教職員 (R3年度まで在任)が提示

していた提示数よりも半分くらいに減少した状態が続いているという認識はあつたが、

配布されないだけであり、栄養教職員は配合成分表を確認 して献立を作成し、かつ調

理員は原材料を確認するとい う基本的なアレルギー対応が厳格に行われていると信 じ

ていたため、学校に問い合わせることはなかつた。
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ケ 納品時の確認

。当該物資は 8月 28日 に納入された。当日は、物資が次から次へと届く中で、規格 (数、

名称・メーカー)、 温度確認等にとどまり、納品された加工品の原材料表示は確認 しな

かった。

。なお、当日の検収は調理員 3人で行い、うち 2人の調理員が規格等を確認、もう1人

がアルコール消毒をして物資をしまう係を担当していた。

コ 前日のミーティング

・昼休みの時間に、調理員全員で翌日の献立・対応を打合せ し、アレルギー対応は「飲

用牛乳除去のみ」と確認 した。その後、午後の洗浄作業が終了次第、通常は納入され

た物資を確認するが、対応は無いと認識 していたため、確認は行わなかつた。

サ 当日のミーティング

・衛生管理チェックリス トに基づいた健康チェック、当日の献立 (変 更含む)、 アレルギ

ー対
‐
応 (学年、名前、牛乳・パン除去等)、 学年の量、調理法、役割分担を打合せした。

当日のアレルギー対応は「飲用牛乳除去のみ」との情報を共有した。

シ 調理使用時

・冷凍庫から冷凍クリームコーンを出して確認、解凍 した 1人 目の調理員、解凍した冷凍

クリームコーンを開封 した 2人 目の調理員のどちらもが、原材料表示にあつた「脱脂濃

縮乳」を見落としていたが、資料 3-①の手引き_様式集_様式 10「食物アレルギー対応

当日のチェックリス ト」の「5事前配付の加工品の配合成分表を確認 したか (代替食の

加工品も含む)※加工品使用の場合」及び、「6納品された加工品の配合成分表を確認

したか※加工品使用の場合」の欄に、それぞれチェックを入れた。

・調理員への聴き取 りで 「異物混入防止ということに気をとられていたということもあ

ったが、そもそも事前に配合成分表が配布されなかつた食材については、原材料表示

を見る習慣ができていなかつた。」「異物混入防止に気持ちがいっていた、忙 しかった、

は言い訳にならないと分かっている。」といつた発言があつた。

ス 給食完成後 (配食 )

。完成した給食は、アレルギー対応用 トレイ・食器に、牛乳除去と記 した対応カー ドを

貼 り付けて提供した。

。当日、給食室では、養護教諭が調理員と共に対応カー ド (例 :牛乳除去 。家庭から代

替飲料持参と明記)により確認。さらに教室では、養護教諭 と担任が対応一覧表と貼

り付けられた対応カー ドで給食の対応内容を確認 し、担任が本人へ手渡した。

以上、事故発生までの経緯を整理した結果、栄養教職員・調理員の思い込みや確認の不徹底、

コミュニケーション不足、業務分担や必要な作業の曖味さがあったことを確認 した。
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【今回の事故による乳摂取量について】

当該クリームコーンの当日使用量 :1人当たり14,4g、 脱脂濃縮乳配合割合 :6.9%で あることから、

→ 脱脂濃縮乳量 :1食分 0,98g

→ 当該児童の脱脂濃縮乳摂取量 :098=■ 3=033g程 度 (給食を 1/3程度食べて中断したため)

※さらに、牛乳換算量を出すため、当該加工品メーカーに、当該脱脂濃縮乳における牛乳濃縮割合を

問い合わせたが「今回の製品については示せない」との回答があり、牛乳の換算量は算出できない。

以下、献立作成から調理・西己食までの経緯について検証する。

基本献立の決定と学校単位での献立変更後の確認 (ア、イ、力の検証 )

【思い込み、必要な作業の曖昧さ、確盟の不徹底】

栄養教職員が毎月実施 している「献立作成会議」では、それぞれの献立班ごとに 「2か月後の基本献

立」を作成する。この時ッ点では「加工品の配合成分表」も含め、複数の栄養教職員で献立作成時の確認

を行っている。基本献立決定後に当該校の献立を変更する際も、アレルギー対応については、担当栄養

教職員による再度の確認の徹底及び複数人での確認が必要である。

配合成分表の確認 (イ ～オ、キの検証)

【思い込み、必要な作業の暖昧さ、コミュニケーション不足～確認の不徹底】

栄養教職員は、以前に「乳無 し」と確認 した加工品であると思い込み、配合成分表の取 り寄せ 。確認

を怠った。一度確認 した加工品であつても、発注時や納品時にその製品の内容が変更する可能性 (欠 品、

リニューアル等)があることを念頭に置き、加工品を使用する際は、配合成分表を毎回取 り寄せ、原材

料を確認 しなければならない。

「前任の栄養教職員と比較すると配布される配合成分表が半分くらいに減つた」という関係者への聴

き取 りからも、配合成分表を取 り寄せる加工品の種類や確認の頻度に対する当該栄養教砒員の認識が曖

味であつたと考えられる。

配合成分表を取 り寄せることがなぜ必要なのか、どの加工品を確認 しなければならないのかを全ての

栄養教職員が理角旱し、徹底する必要がある。

ア 献立班からの基本献立の提示 ク 保護者による確認

イ 献立作成 ケ 納品時の確認

ウ 献立説明 コ 前日のミーティング

工 不足する配合成分表の取り寄せ サ 当日のミーテイング

オ 配合成分表の事前配布 シ 調理使用時

力 教職員による確認 ス 給食完成後 (配食 )

キ 発注
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配合成分表の確認 (イ ～オ、キの検証)

【思い込み、必要な作業の暖昧さ、コミュニケーション不足、確認の不徹底】

調理員は、栄養教職員から献立n比 明を受けた際、加工品の表記に違和感を感 じたが、栄養教職員に確

認 しなかつた。また、日頃から事前配布される配合成分表が少ないとも感 じていたが、配布を強く求め

ることもしなかつた。これは、p月理員の思い込みと日頃からコミュニケーション不足で栄養教職員への

遠慮があったものと考えられるため、安全管理上、確認がネ要な事項や疑問、心配なことがあれば遠慮

なく言い合える関係性や体制づくりが必要である。

保護者による確認 (ク の検証)              【思い込み、コミュニケーシヨン不足】

教職員による対応の引継ぎは行われていたが、当該栄養教職員の判断で取 り寄せず、保護者に提示 し

ていない配合成分表があった。提示数が減つたことについて、保護者は学校の対応を信頼 してお り、確

認することはなかつた。

アレルギーの重症度によつて対応は異なるが、教職員 (栄養教職員のみならず給食主任、養護教諭、

管理職、調理業務委託業者等)の 引継ぎ時や保護者面談時の確認、対応が非常に重要であり、異動時の

引継書や保護者 との面談記録等の管理及び活用が確実にされなければならない。

事故後の保護者 との面談時に、「こちら (母)からも配合成分表の提示数が減つたことを学校に伝え

ていれば違っていたかもしれない。」とのご意見をいただいた。保護者に対 し、面談等の機会を通じ、

毎月の学校 との確認作業の中で対応に疑問や不安等があればすぐに問い合わせてもらうよう働きかけ

るこ≧が必要であつた。

また、毎月の保護者への確認書類 (学校保管用)には「気になる点があればお書きください」という

欄があることを改めて周知し、その活用を促す必要がある。

納品か ら調理における確認 (ケ ～シの検証)   【思い込み、必要な作業の暖昧さ、確認の不徹底】

調理員は、栄養教職員から配合成分表の事前配布がない加工品はアレルゲンの含まれない、確認不

要の加工品であるとの思い込みから、納品時以降の加工品の原材料確認において、「冷凍クリームコー

ン」に表示 された「脱脂没縮乳」を見落とした。さらに、調理の際にも、冷凍庫から冷凍クリームコー

ンを出して確認、解凍 した 1人 目の調理員、解凍 した冷凍クリームコーンを開封 した 2人 目の調理員

のどちらもが 「脱脂濃縮乳」の表示を見落としたまま、資料 3-①の手引き_様式集_様式 10「食物ア

レルギー対応当日チェックリス ト」の「5事前配付の加工品の配合成分表を確認 したか (代替食の加工

品も含む)※加工品使用の場合」及び、「6納品された加工品の配合成分表を確認 したか※加工品使用

の場合」の欄に、それぞれチェックを入れていた。

食物アレルギー誤食事故を防ぐには、調理員が食物アレルギー対応当日のチェックの意義を理解 し、

栄養教職員からの配合成分表の事前配布の有無にかかわらず、納品された現物の原材料表示を複数の

日で確実に確認することが必要である。

なお、手ノロL在のチェックリス トでは、当日使用する全ての加工品の確認作業をまとめて「糸内品された加

工品の配合成分表を確認 したか」がチェック項 目となっているため、加工品 1品ずつの確認漏れが生

じない方策を講 じる必要がある。

-14-



給食完成後 (配食)の確認 (ス の検証)                    【確認の不徹底】

給食が完成 した後、アレルギー対応用 トレイ・食器に「牛乳除去」≧記 した対応カー ドを貼 り付けて

配食されたものについて、アレルゲンの混入や誤食の可能性に気付くことは困難であり、また、確認す

る方法 ,体制がそもそもなかつた。

当ロノスナ校では事故後、毎 日の検食時に全ての加工品のパッケージを提示し、検食実施者 (管理職)が重

ねてアレルゲンの使用が無いことを確認するようチェック体制を強化 した。

給食完成後の確認作業については、それぞれの学校の児童生徒のアレルギーの重症度や対応人数、

教職員の人員体制が異なるため、各校ごとに検討が必要である。

改善策

配合成分表の取 り寄せ 。確認がなぜ必要なのかということの「理解不足」が 「思い込み」

や 「確認の不徹底」につながつた。研修等において給食調理・提供までの工程の意義を関係

職員が理解することを徹底する。

また、誤 りの起こる余地を減らすための取組や必要な確認の徹底に資するルールや環境の

整備を行 う。

〔当該校における具体的な改善取組〕

○ 栄養教職員は、献立作成時に全ての「加工品の配合成分表」を事前に取り寄せて確認す

ることとし、さらに、献立変更や欠品等により、発注時に追加で必要になつた加工品に

ついても、必ず配合成分表を取り寄せて確認することを徹底した。

○ 栄養教職員が、毎月 25日 までに翌月の全ての 「加工品の配合成分表」「○月の給食にお

ける食物アレルギーの対応について (家庭保存用、学校保存用)」
「詳細な献立表」を準

備 し、校内の調理員、給食主任、教務、管理職で確認した後に、保護者も全て確認する

ことに改め、徹底 した。なお、いずれかの時点で書類不足等があった場合には必ず栄養

教職員へ確認を求めることとした。さらに、新たな取組として、全ての「加工品の配合

成分表」との確認作業がしやすいよう、「詳細な献立表」及び「献立表給食 日誌」の加工

品に目印をつけるルールとした。

○ 調理員は、給食室の検収区域及び調理区域に「原材料確認」「力日工品成分チェックリス

ト (乳アレルギー用)」 の掲示を新たに行い、注意喚起及び確認の徹底を図つた。また、

事前に配布された配合成分表と当日の「献立表給食 日誌」をセットにして、納品された

実物の原材料表示を複数で確認することを徹底 し、「献立表給食 日誌」の欄外に対応 し

たことを全て記録することとした。
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配合成分表 と献立表給食 日誌をセ ッ トで確認

ユⅢ事癬 金金
玲

配合成分表 と実際に納品された加工品の両方を確認

○ 調理員が当日のアレルギー対応食の検食を提供する際には、献立ごとに使用した加工品

の原材料が分かるよう、1品 につき 1ト レイ上に「加工品現物のパッケージの原材料表

示」を提示することとした。これを検食時に管理職が確認、さらに、児童の対応食とセ

ットにし、児童自身がパッケージの原材料を確認して喫食することとした。

加工品現物の原材料表示を確認 アレルギー対応食と対応カー ド

〔全ての学校等における改善取組 (栄養教職員関係)〕

○ 献立作成時

《複数の栄養教職員同士で確認できる体制を強化》

。毎月 1回実施する「献立検討会議」において、献立班ごとに複数の栄養教職員で加工

品の選定、システム入力状況を含めた献立作成上の留意点を確認 し、基本献立を作成

する。その際、加工品の配合成分表を取り寄せるとともに、使用する加工品 。調味料

窮と報 霊1 ,藝齋 報 岳 浦 将
轍ヽ

(金 )12月 1回

==
名前 さん

1献立名 牛乳

除去 代替

対象食品
牛乳

対応 家庭かう持参
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を可能な限り献立班ごとに統一する。食物アレルギー原因食物は可能な限り使用せず、

仮に使用した場合も原因食物を除去しやすい献立を検討し、作業動線や作業工程も考

慮 した上で献立を決定する。

《学校単位で献立を変更して実施する場合、校内で複数確認ができる体制を整備》

・担当校において、献立班が作成した基本献立から献立を変更する場合は、調理員のほ

か、校内の教職員 (管理職、給食主任、養護教諭等)か らも確認を受ける体制を整え

る。

《確認する加工品、作業の明確化》

・給食管理システムにおいて、使用する加工品の最新の情報 (商品名、メーカー名、内

容量等)、 対応するアレルゲンの成分の入力を徹底する。

・確認作業が確実に行えるよう、献立表給食 日誌に示す食品名のうち加工品に目印を入

力する。

○ 調理におけるアレルギー対応の確認書類の整備  《給食室での確認作業の徹底》

・F見在使用 している「食物アレルギー対応当日のチェックリス ト」に加えて、毎日調理員

が給食室で使用する「献立表給食 口誌」の食品名の脇スペースに、1品ずつ原材料確認

を行 う際の確認記録欄を設け、食品 1品ずつの原材料確認を徹底 し、記録できるよう

イこした。

・給食室 (検収室・調理室の食材を確認するスペース等)に、現在対応 しているアレルギ

ー原因食物を新たに掲示し、意識 しながら作業することを徹底 した。

○ 調理員との連携  《担当栄養教職員と各現場の調理員の連携を強化》

。日頃から調理員とコミュニケーションを図り、安全管理上、確認が必要な事項や疑問、

心配なことがあれば遠慮なく言い合える関係性を構築する。

・担当校の勤務 日に、調理員と一緒に配合成分表、献立表給食 日誌、発注書、納品現物

の原材料表示を照らし合わせ、原材料の読み合わせ確認を行 う。

。現在食物アレルギー対応が無い学校においても、食物アレルギーの新規発症等を考慮

し、配合成分表と原材料の確認等、給食における食物アレルギー対応がいつでも確実

に行えるよう、その方法を定期的に調理員と確認 しておく。

〔全ての学校等における改善取組 (調理員関係)〕

○ 随時の対応

・安全管理上、疑問や不安に思 う事案は、担当の栄養教職員への確認を徹底する。栄養

教職員が不在で急ぎ確認を要する場合は、学校管理職又は市教育委員会に連絡 し、確

認を徹底する。

○ 事前配布の配合成分表の確認

。事前配布がない配合成分表がある場合、調理員は直ちに栄養教職員に確認する。

・事前配布の配合成分表を確認した後は、納品口ごとに分類、日付の見出しをつける等
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の工夫をし、検収時の確認作業が効率的に行えるよう準備する。

・納品時及び調理前には必ず複数の調理員による確認を徹底する。

○ 納品された加工品の確認

・栄養教職員が作成した献立表給食 口誌の加工品確認欄に、1品ずつ確認 したことを記

録し、全ての食品の確認を終えてから、資料 3-①の手引き_様式集_様式 10「食物ア

レルギー対応当日のチェックリス ト」の 「6納品された加工品の配合成分表を確認し

たか※加工品使用の場合」にチェックする。

・原材料が記載されている加工品の外装 (段ボールや袋、缶)は、その日の給食終了ま

で保管しておく。

。これまで表示している調理室に加え、検収室にも「対応 しているアレルゲン」を表示

し、常にアレルゲンを意識 して納品時の確認作業を行 う。

○ 給食室内での連携

・正規調理員からパー トタイム調理員へ、アレルギー対応に係る指導を徹底する。

・いつ誰がどのように原材料確認を行 うか、配合成分表の見方についても栄養教職員と

シミュレーションを行い、確認する。

〔市教育委員会における改善取組〕

○ 事故後、全小中学校へ 「学校給食における事故発生防上の徹底について (通知)」 を発

出し、9月 19日 に栄養教職員・調理員を対象とした「事故防止研修」を行った。

○ 企ての給食室に「確認作業を徹底するための掲示物」を掲示し、毎日確実に確認作業を

行 うよう指導するとともに、新たに作成 した 「調理業務に係るセルフチェックリス ト」

により、栄養教職員と調理員とで業務の再確認を行つた。

○ 今回の事故を受けて、各校において改善 。強化 したことの報告を求め確認 し、学校との

共有を図つた。

○ 毎年実施 している「食物アレルギー対応研修」の内容充実を図り、繰 り返し実施 してい

く。あわせて、今回の事故について給食関係者で伝え続け、給食調理・提供までの各工

程の意義とやるべき作業を全ての栄養教職員 。調理員が理解 し、学校給食における確実

な食物アレルギー対応につなげることを徹底する。

○ 研修会や文書通知、巡回等を通じて、調理員への指導を繰 り返し行い、徹底する。

○ 各校における食物アレルギー対応の内容 (毎年の対応状況、校内取組プラン等)を把握

し、必要に応 じて学校や調理員へ助言、指導を行 う。
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○ 各校から報告を受けた食物アレルギー対応事案やヒヤリ・ハット事例等について、改善

策の検討を行い、全ての学校へ周知し共有する。

○ 今回の検証結果を踏まえ、「学校における食物アレルギー対応の手引き」を見直し、改

定する。

〔今後の改善取組〕

○ 学校の現状や課題を把握し、適宜「学校における食物アレルギー対応の手引き」を改定

する (例 :読む人によつて解釈が異なる可能性のある表現の解消、「誰が・何をする」

をより具体的に明確にする、弁当対応とする基準の明確化、食物アレルギー児童生徒ヘ

の対応に関する学校からの相談体制の整備など)。

○ アレルギー除去対応を確実に行 うため、献立作成の在 り方や献立をある程度固定化する

サイクルメニューの検討

(2)ア レルギー発症後の対応

□
当該校では、令和 5年 7月 26日 に児童の食物アレルギーに係る緊急時の対応について、学

校教職員を対象とし、児童の主治医よる校内研修を実施 していた (参加者 :教頭、教務、当該

学級担任、他学級担任、養護教諭 )。

その研修において、児童は重度のアレルギーのあるお子さんであること、アナフィラキシー

症状が見られた場合、直ちにエピペン①を打つことを確認 していたことを前提として、今回

のアレルギー発症後の対応について検証する。

※詳細については、資料 1「本件事故当日の対応の経過」参照

※対応に関係 した職員

担任、養護教諭、校長、教頭、教務主任、職員A(同 じ教室で給食を食べた助教諭)、

職員B(他学年の児童管理を行っていた教育補助員)、 職員C(職員室にいた教諭 )

ア 給食準備開始 (11時 55分頃)

給食準備が始まる。養護教諭が調理室から運んできた除去食・代替食について、担任と養

護教諭が、教室内に掲示しているアレルギー除去食・代替食一覧表と養護教諭が運んできた

除去食・代替食に貼付された対応カー ドを照らし合わせ、「牛乳以外はアレルギー対応無し

の日である」ことを児童の前で確認 し、担任が直接給食を児童に手渡した。

イ 喫食、児童が喉に違和感 (12時 15分頃)

「いただきます」をして給食を食べ始める。

児童は、数口食べたところで、喉に違和感があったが、自分でも家から持参した豆乳のパ

ッケージを確認 し、アレルギー食品が除去された安全な給食だと思つていたため、「アレル

ギーではないだろうJ「違 うだろう」と思い、担任に異変を伝えることができなかつた。
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ウ 児童が腹痛を訴え トイレヘ (12時 25分頃)

児童が前方の担任の席まで歩いてきて「お腹が痛いので トイレに行きます」と腹痛を訴え

た。担任は、「はい」と答え、 トイレに一人で行かせた。

担任は、児童が トイレに行った後、再度、教室に掲示 してあるアレルギー除去食・代替食

一覧表を確認 し、対応食ではないことを確認 した。当該児童は、給食を 1/8ほ ど食べていた。

担任は、再度、対応食でないことを確認 したため、腹痛がアレルギー症状ではないだろうと

思い込み、養護教諭、管理職へ腹痛の連絡はしなかつた。

工 担任が トイレに様子を見に行く (12時 30分頃)

担任は、職員室に行く前に、 トイレに様子を見に行く。 トイレ入口から中を覗き、個室の

扉が閉まっていることを確認し、まだ用を足しているのだなと思い、声は掛けなかつた。そ

のまま職員室へ行き、すぐに戻つた際も再度確認するが、扉が閉まっていることから児童が

まだ用を足していると判断し、声は掛けなかつた。

オ トイレで症状悪化、一人で戻る (12時 35分頃)

担任の指示で児童の確認に行つた職員Aは 「大丈夫ですか」と声を掛け、児童が 「はい」

と返事をしたことで安心し、教室に戻つた。

児童は、 トイレの個室にいる間、下痢を繰 り返 し、「喉が痛い」「お腹が痛い」「ふらふら

して気持ちが悪い」と感 じていた。児童は、職員Aが去った後、さらに苦しくなり「トイレ

の中が暑く、このまま死ぬかもしれない」と思い、助けを呼びたいが呼べない状態になって

いた。個室から出て、手洗い場に行き、自分の顔を鏡で見た時に、顔面が赤くなっているの

を確認 し「乳かもしれない」と怖さを感 じていた。

児童がふらふらになりながら教室に戻る途中で、職員Bに会い、「戻つてきたね」と声を

掛けてもらうが、職員 Bは、児童の顔が赤くなり腫れていることに気付くことはなかつた。

職員Aが児童の給食を片付けているときに、児童はふらふらになりながら、一人で教室へ

戻つてきた。児童が、教室の後ろから担任のいる前方へ向かって歩いているときに、担任は

児童が戻つてきたことに気付く。顔を見て、「顔色がおかしくないですか」と児童に言つた。

児童は、「先生、気持ち悪いです」と言つて倒れそうになった。担任は、「そこはダメです。

まだ倒れないでください。布団を敷くから待つていてください」と言って、教室の後方に大

判のバスタオルを広げた。児童は、そこまで一人で歩いて横になった。その後、担任は、エ

ピペン①を準備するとともに、職員Aに職員室と保健室への「応援要請Jを指示した。担任

は、アナフィラキシー症状を一人で判断することに迷いエピペン①を打つことに不安があっ

たことから、児童に「エピペン①打ちますか」と問い、一旦 「いいですJと 断った児童が苦

しくなり「やつぱり打ちます」と訴えた後も、「今、気持ちは」「今、どんな感 じJ「今、苦し

いですか」「どこに打ちますか」と質問を繰 り返した。内線で連絡を受けた養護教諭が教室

に駆けつけた時には、担任はすでに、キャップを外し打てる状態になつたエピペン①を手に

持っていた。養護教諭は、児童の顔面紅潮と苦しそうに虐、をしている様子を見て、アナフィ

ラキシーだと思つた。養護教諭は、皮膚状態を確認 し、胸や腹にも華麻疹が出ていることを

確認 し、担任にエピペン①を打つことと教室に入つてきた職員 Bに応援要請を指示し、到着
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した校長にエピペン①を打つことを伝えた。校長は、救急車要請のため職員室に向かつた。

エピペン①を打つことを確認 した職員Aは、自主判断により担架を取 りに保健室に向かつた。

力 担任が児童にエピペン①を打つ (12時 43分 )

担任が動揺しているように見えた養護教諭は、担任のエピペン①を打つ手に自分も手を添

え一緒に打った。児童が担任に腹痛を訴えた時点から 18分後だつた。

職員 Bか らの応援要請を受け、教頭、教務主任、職員 Cが教室へ駆けつけた。校長から保

護者連絡の指示を受けていた教頭は、I兄場や児童の様子を確認後、すぐに職員室へ戻つた。

教務主任、職員 A、 職員Cは、それぞれ担架の用意、救急車の誘導など自主判断で行動し対

応 した。

キ 校長が救急車を要請 (12時 51分 )

校長が「119J番 に架電。校長は、12時 43分前後に救急車要請のため職員室に向かったも

のの、その途中で児童や職員に立ち入 り禁止等の指示をしていたため、架電までに時間を要

した。

以上、重度の食物アレルギーのある児童の緊急時の対応について時系列に沿つて整理した結

果、担任のアレルギー症状ではないという思い込みによる対応の遅れ、緊急性が高いアレルギ

ー症状への対応の不徹底、組織的対応の不徹底があつたことを確認した。

□
以下、給食準備から救急車要請までの経緯について検証する。

腹痛の訴えへの対応 その 1(ウ 、工の検証 )

【思い込みによる対応の遅れ、緊急性が高いアレルギー症状への対応の不徹底】

本人が腹痛を訴えてきた際に、担任は症状について何も聞かずに トイレに送 り出した。また、送 り出

した後に、誤食を心配 し、献立表を再度確認 したが、牛乳除去以外対応無 しであることを再度把握 し、

誤食はなくアレルギー症状ではないと思い込んだ。

主治医からの指導を踏まえ、本人が喫食時に腹痛を訴えてきた際には、食物アレルギーの発症を疑

い、アナフィラキシーを想定 して腹痛の程度や他症状の有無について聴き取 り、本人がすでに感 じてい

た他症状も把握 した上で、症状チェックシー トに照らし合わせ対応する必要がある。

ア 給食準備開始 (11時 55分頃) オ トイレで症状悪化、一人で戻る(12時 35分頃)

イ 喫食、児童が喉に違和感 (12時 15分頃 ) 力 担任が児童にエピペ理 を打つ(12時 43分 )

ウ 児童が腹痛を訴えトイレヘ (12時 25分頃) キ 校長が救急車を要請 (12時 51分 )

工 担任がトイレに様子を見に行く(12時 30分頃)
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腹痛の訴えへの対応 その 2(ウ、工の検証)

【思い込みによる対応の遅れ、緊急性が高いアレルギー症状への対応の不徹底】

本人が腹痛を訴えてきた際に、担任はエピペン⑥及び内服薬の準備をしなかつた。主治医からの指導

を踏まえ、児童が給食時に腹痛を訴えた場合は、食物アレルギーの発症を疑い、教室の本人のラン ドセ

ルロッカーに保管されているエピペン① と内服薬を準備する必要がある。

腹痛の訴えへの対応 その 3(ウ、工、オの検証)

【思い込みによる対応の遅れ、緊急性が高いアレルギー症状への対応の不徹底】

本人が腹痛を訴えてきた際に、担任は一人で トイ レに送 り出した。5分後に トイレに様子を見に行っ

たものの、トイレ入 口から中を覗き、個室の扉が閉まっていることの確認にとどま り、食物アレルギー

を疑つて声をかけることはなかった。そのため、トイレに入つた児童が下痢を繰 り返 し、「喉が苦 しい」

「お腹が痛い」「ふらふ らして気持ちが悪い」状況であることを把握 しなかつた。

主治医からの指導を踏まえ、児童が喫食時に腹痛を訴えた場合は、食物アレルギーの発症を疑い、①

児童から目を離 さず一人にしないこと②応援の教職員を呼ぶこと③教職員の一人が トイ レに付き添

い、その様子や聴き取 りから症状チェックシー トにより緊急性が高いアレルギー症状であると判断 し、

より早い段階でエピペン①の使用及び救急車の要請を行 うことに留意 し対応する必要がある。

緊急性が高いアレルギー症状への対応 その 1(オの検証 )

【緊急性が高いアレルギー症状への対応の不徹底】

児童が一人で トイレから教室へ戻 り、担任のもとに報告にきて倒れそ うになった児童に対 し、横にな

ることを制上 し、教室の後方まで歩かせた。

児童が倒れそ うな状態であると気付いた場合は、ぐつたりし、意識もうるうとしていると判断し、立

たせたり歩かせた りせず、そのナ易で安静を保つ必要がある。また、本人が楽そ うな横向きにして安静を

保つ判断をしたが、児童がぐつたりしている場合は、血圧が低下している可能性があるため仰向けで足

を 15～ 30cm高 くして安静を保つ体位をとらせる必要がある。

緊急性が高いアレルギー症状への対応 その 2(オ、力の検証 )

【緊急性が高いアレルギー症状への対応の不徹底】

担任は、アナフィラキシー症状を一人で判断することに迷い、エピペンЮ の使用を躊躇 した。また、

つ らい状況にある児童に質問を重ねた。

緊急性の判断に迷 うことを防止するため、症状チェックシー トに照らし合わせて緊急性を判断し、緊

急性が高いと判断した場合は、児童に不要な不安感を与えずに、直ちにエピペン①を注射する必要があ

る。
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組織的対応(役割分担)(ウ～キの検証)                【組織的対応の不徹底】

現場からの応援要請以降、現場でリーダーとして指示を出す教職員がおらず、現場にいた教職員及び

応援に駆けつけた教職員はそれぞれ自主判断により行動 した。

発見者であった担任は、応援を呼び、管理職が到着するまで リーダー代行となり、管理職が現場に到

着次第管理職が リーダーとなり、現ナ)〃ユにおいてそれぞれの役割の確認及び指示を出し、集まった教職員

は役割分担のもとで組織的に動く必要がある。

救急車要請 (オ、力、キの検証)                     【組織的対応の不徹底】

校長が救急車要請のため現場から職員室に向かう途中で他の児童や職員に指示を出していたため、

119番通報までに時間を要した。

エピペン⑥を使用した場合、直ちに救急車で医療機関へ搬送する必要がある。応援要請を受けた職員

は、現場で状況を把握し直ちに正しい情報に基づいた救急草要請を行えるよう、個別対応計画 (当 該校

においては個別の対応ファイル)及び学校緊急携帯電話を持参し対応することが望ましい。

校内研修 (事故全般の検証)                      【組織的対応の不徹底】

7月 26日 に主治医による校内研修を実施 し、意識付けが図られていたことにより、発見者はアナフ

ィラキシー発症時にエ ピペンOを使用 し、他の教職員は現場に緊迫感をもつて応援に駆けつけること

ができた。一方で、アレルギー発症を疑 う段階からの担任の対応や応援に駆けつけた教職員の動きに

おいて組織的対応が徹底できていない部分が見られた。

重度のアレルギーのある児童生徒が在籍する場合、保護者及び主治医と連携することが重要である。

学校は、毎年度始めに、全ての教職員のアレルギー疾患に係る情報の共通理解 と食物アレルギー対応

に対する危機意識を高める必要がある。その際、主治医から協力が得 られる場合は、主治医を講師とし

て校内研修を実施することも有効な方法である。

また、アレルギー発症時に円滑に組織的対応を図ることができるよう、アレルギー発症を疑 う段階

からのシミュレーション研修を定期的に実施する必要がある。その際には緊急性の判断と対応だけで

なく、時と場を想定 した上で対応の動線及び役割分担にも留意した実践訓練 とすることが望ましい。

いずれの研修においても、参加対象は栄養教職員 。調理員及び教育補助員・介護員等を含めた児童生

徒の給食及び学校生活にかかわる全ての教職員 とし、当日参加できなかつた教職員には確実に伝達講

習を行い、組織的対応の徹底を図る必要がある。

改善策

重度の食物アレルギーのある児童であることを前提とする場合の、食事中の腹痛の訴えヘ

の対応及び緊急性が高いアレルギー症状への対応に課題が残つた。児童に対し、当日の給食

提供に関してだけでなく、緊急時の対応に対しても不安や恐怖を与えてしまったI見 実を受け

止め、学校は、アレルギー疾患の緊急時に適切な対応をするために、日頃からの準備と適切に

行動できるようにするための訓練を徹底する。
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〔当該校における具体的な改善取組〕

○ 食物アレルギー対応委員会において、学校全体の組織的な取組を見直し、緊急時の適切

な対応を徹底する。

・当該児童の食物アレルギー疾患の理解や、発症時の対応について再確認

・今回の対応について校長・養護教諭・保護者の三者で振 り返り、改善点について個別

対応計画を確認 (9月 7日 )

・「食物アレルギー対応研修」を実施 し、全職員で確認するとともに、課題となる点を挙

げ、改善策を検討 (9月 11日 )

・主治医による緊急時対応研修を再度実施 (10月 18日 )

・アレルギー緊急時対応シミュレーション研修を実施 (1月 9日 )

○ その時々において児童と保護者の気持ちに寄り添い、児童が安心して学校生活を送る

ことを目指して丁寧に対応している。

○ 校内取組プランを改善後、全教職員で共通理解を図り実践 している。

(以 下、給食及び緊急時の対応にかかわる内容において改善策として追加 した事項)

。重篤な食物アレルギーを有する児童の場合、新年度の給食開始前に保護者・管理職 。

養護教諭・栄養教職員・学級担任・調理員代表と面談を行い、児童のアレルギー疾患に

関する情報、個別の対応計画について共通理解を図る。

・重篤な食物アレルギーを有する児童の場合、学級担任は、児童の近くで喫食すること

を原則とする。また、緊急時を想定し、給食指導は複数で行 う。

・管理職は全体の状況を把握 し対応を指示する。

・緊急性が高いと判断した場合は、管理職の指示で①救急車要請②保護者連絡をする。

・管理職は、市教育委員会への第 1報後、対応に関わつた企ての教職員に対して聴き取

りを行い、第 1報後に把握 した情報や確認できた内容については、都度、速やかに市

教育委員会に報告する①

・エピペン①を使用 した場合の医療機関受診同行は、救急搬送先だけでなくかかりつけ医

受診時にも行 う。保護者及び医療機関の承諾を得た上で診察室に同行し、担当医及び主

治医に学校における発症の状況及び対応について説明し、その後の学校での対応に対

する指導を仰ぐ。

・研修

ア 重篤な食物アレルギーを有する児童がいる場合、年度始め、給食開始前の時期に

主治医による研修を行 う。企職員が参加する。 (栄養教職員、調理員も含む)

イ 毎学期始めに全職員で食物アレルギーのシミュレーション研修を行 う。

ウ 毎月始めに全職員でエピペン① の打ち方を確認する。

工 重篤な食物アレルギーを有する児童がいる場合、年度始めに全校児童に食物アレ

ルギーについて説明し、命にかかわることや食後に体調を崩した場合は、動かさ

ず、直ちに近くの職員に知らせるよう指導する。
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。その他

ア 全教室に緊急時対応マニュアル※11を配置する。

イ 校内の トイレの全ての個室におたすけコール (防犯ブザー)※
12を

設置する。

ウ 児童が給食喫食時に体調に異変を感 じたときに安心して教職員に伝えることがで

きるよう、人間関係の構築及び環境づくりに留意する。

※11緊急時対応マニュアル   ※12おたすけコール (防犯ブザー)

○ 個別対応計画の改善後、全教職員で共通理解を図り実践する。

・症状について、改めて保護者からこれまでの発症時の様子について詳しく聴き取 り、

その内容を追加 した。

(以 下、給食及び緊急時の対応にかかわる内容において改善策として追力日した事項 )

学校生活での配慮事項

教育

活動
確認項 目 具体的配慮 と対応

給食 給食対応 ・座席は後列にする。

・担任は児童の隣で喫食する。また、緊急時を想定し、給食指導は複数

で行 う。

・給食の前後で手洗いを行 う (全校児童)。

・他の児童の牛乳パックは畳まず、ス トローは抜かずに回収する (全ての

教室)。

・残 した牛乳は職員がワゴン返去,場所で食缶に入れる①教室では入れない

(企ての教室)。

除去・代

替食の提

供方法

・検食者は給食に使用した材料のパッケージと成分表を確認する。

・検食者は除去食・代替食を確認 し、「食物アレルギー対応カー ド (検食

用 )」 にサインをする。

・検食者は児童と給食に使用した材料のパッケージと成分表を確認する。

・学級担任は、「食物アレルギー対応カー ド (児童用)」 に食べ始めた時刻

を記入し、「アレルギー除去食・代替食一覧Jに貼つておく。
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給食 除去・代

替食の提

供方法

・食べ始めた時刻が記入してある「食物アレルギー対応カー ド (児童用)」

と「アレルギー除去食・代替食一覧」はひと月ごとに教室の掲示から外

し、成分表とともに保管する。

そ の

他

登下校・

清掃時な

ど

・清掃は、教室以外とし、清掃後は手洗いをする。

発作時の対応

発 作

時 の

対応

発作時の

対応手順

・重篤な食物アレルギーを有する児童のため、乳成分の摂取の有無を疑

う前に、何か食べて腹痛を訴えた場合、アレルギーの発症を疑って対応

する。

。発見者は症状チェックシー トで症状を確認 し、アレルギーの症状が疑

われる場合は、その場でショック体位をとる。立たせたり、歩かせたり、

おんぶしたりしない。

・発見者は、他の教職員の応援を要請し、エピペンバッグ (エ ピペレ0・

内服薬)を持ってきてもらう。

・緊急性の高い 13症状のうち 1つでも当てはまる場合は、直ちにエピペ

ン①を使用する (本人の意思確認を必要としない)。

・内服薬を飲ませる (呼吸器系のときはセレスタミン、幸麻疹のときは

アタラックス)。

・学校緊急電話 (携帯電話)と 個別の対応ファイル (個別対応計画)を持

つて駆けつけた教職員は、デ見場で①救急車要請②保護者連絡 【①学校緊

急電話 (携帯電話)②学校の固定電話の順でかける。2本 目のエピペン

①持参を依頼】を行 う。

・校内放送をするよう指示を受けた職員は「職員連絡。 (場所)。 アレルギ

ー対応をお願いします。」 (繰 り返す)と 放送する。

・記録を確実に行 う。

・何をどれだけ食べたか把握できるよう、給食は片づける前に写真を撮

る。

・救急車に同乗する教職員は、使用済みのエピペン① (透明なケースに

入れる)、 記録票、食物アレルギー個別の対応計画・緊急時対応計画 (個

別の対応ファイル)、 保健調査票、成分表ファイル、携帯電話を持つて

ヤヽく。

【トイレについて】

・喫食後に腹痛を訴えた場合、腹痛の他に症状がない場合でも、一人で

トイレに行かせない。職員がついて行き、声を掛け、反応を確かめる。

・反応がなければ、「開けるよ」と声を掛け、鍵を開けて本人の様子を確

認する。
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発 作

時 の

対応

発作時の

対応手順

・ トイレの扉を開錠できるように扉の鍵を管理する (鍵は各階 トイレに

設置)。

〔市教育委員会における改善取組〕

○ 全教職員が本誤食事故の緊急時の対応の課題を踏まえ、食物アレルギーに対する意識の

向上を図り、不浪1の事態に備えることができるよう、エピペ /`① を所持する児童生徒が

在籍する学校から数名ずつ参集、全学校の参加可能な教職員を遠隔による参加対象とし、

当該児童の主治医を講師に緊急時の対応研修を実施 した。

○ 通知や校長会資料、全教職員向けのたよりにおいて、各学校での組織的対応の徹底に向

けた指導を行 う。

○ 各校から報告を受けた食物アレルギー対応事案やヒヤリ・ハット事例等について、改善

策の検討を行い、全ての学校へ周知し共有する。

○ 各校における食物アレルギー対応の内容 (対応状況、校内取組プラン等)を把握 し、必

要に応じて学校へ対応充実に向けた助言、指導を行 う。

○ 食物アレルギーの発症を疑う場合には、①個別対応計画及び緊急時対応マニュアルに沿

つて対応すること②緊急性の判断には症状チェックシー トを手掛かりとすること③対

応の動線及び役割分担に留意し組織的対応を図ることを徹底するよう学校へ指導を行

つ

O誤 食事故発生時においては、緊急時対応にかかわる早急な状況把握及び児童生徒の心の

ケアに留意する。

O市 教育委員会が主催する教職員のアレルギー対応研修では、従来行っている学校におけ

るアレルギー対応の理解を深める研修のほか、アレルギー発症を疑 う段階からのシミュ

レーション研修も実施する。

○ 学校の校内研修として、アレルギー発症を疑 う段階からのシミュレーション研修を年 3

回年間計画に位置付け、実施するよう働きかける。その内容は緊急性の判断と対応だけ

でなく、時と場を想定した上で動線及び役割分担にも留意した実践訓練とするよう啓発

する。

○ エピペン①を所持する児童生徒の在籍する学校に、月 1回のエピペン③練習日を設定し

実施するよう働きかける。
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○ 市職員も校内研修に参加できる勤務環境を整備する。

〔今後の改善取組〕

○ 学校の現状や課題を把握 し、適宜「学校における食物アレルギー対応の手引き」を改定

する (例 :わかりやすいレイアウト、具体的な記述、様式の内容など検討 )。

○ 学校が自校の基本方針及び取組プラン・個別対応計画作成に係る判断に迷 う場合の相談

体制の整備を検討する。

(3)事故後の状況把握

□
事故直後に学校は「給食を起因とする食物アレルギー発症報告書 (第 1報 )」 を市教育委員

会に提出し、それを基に市教育委員会は事故の状況を把握 した。第 1報は、対応 した担任、職

員 A、 養護教諭からの聴き取 りを基に作成されていた。

学校は事故翌々日 9月 7日 に保護者と面談していたが、発症時から救急搬送されるまでの

児童の状況や気持ち等に関する聴き取 りをしていなかつた。また、児童は9月 11日 に登校 し

たものの、心身の状態が不安定であり、母の付き添いのもとで過ごし給食前に下校する状況

が続いたため、学校は児童からの聴き取りをしていなかつた。そのため、当日の事故の状況の

把握が不十分であつた。

10月 3日 に主治医の指導を受け、学校 (校長、養護教諭)が保護者と面談し、発症時の本

人の状況や気持ち等を聴き取り、事故後の経過をまとめたところ、第 1報の内容に修正や力日

筆が必要であることが判明した。

以上、第 1報後の速やかな状況把握及び報告の不徹底があつたことを確認した。

事故後の状況把握                    【速やかな状況把握及び報告の不徹底】

・第 1報は、対応 した担任、職員 A、 養護教諭の聴き取 りを基に作成 されたことから、児童の状態を含

め全体像の把握に不足が生じてお り、学校においては、事故後す ぐに関係職員による再現を含めて事

実を確認 し、それを基に検証を行い、第 1報の修正版 として取 りまとめ、早急に市教育委員会に報告

する必要がある。

・手引き第 3章緊急時の対応 2エ ピペンO注射について (3)の項 目において、医療機関受診時は職員が

必ず同行する、としている。今回の事故について、学校は、救急搬送先であった新潟県立中央病院搬

送時には同行 したが、雪日の主治医受診の折にも保護者の許可を得た上で受診同行することができて

いたのであれば、主治医による発症時の状況の聴き取 りに立ち会 うことができたと同時に、食物アレ

ルギー対応について主治医から今後に向けた指導を仰 ぐことができたのではないか。

・学校は、事故翌々日の 9月 7日 に実施 した保護者 との面談の場において、児童が話 した発症時の状況

や医師の見立て等について、保護者から詳 しく聴き取るこ≧ができたのではないか。

□
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改善策

〔全ての学校等における改善取組〕

○ エピペン①を使用 したナ場合の医療機関受診同行は、救急搬送先だけでなく、かかりつけ

医受診時にも行 う。保護者及び医療機関の承諾を得た上で診察室に同行 し、担当医及び

主治医に発症時の状況や学校における対応を説明する。

・医師による児童生徒への発症時の状況の聴き取りに立ち会い、状況把握に努める。

・医師から、その後の学校での対応について指導を仰ぐ。

○ 学校における聴き取 りは、対応に関わつた全ての教職員に対して行 う。

○ 第 1報後に把握 した情報や確認できた内容については、都度、速やかに市教育委員会に

報告する。

(4)情報の公表

圏
学校における食物アレルギー対応の手引きの公表基準に基づき、保護者に確認 し公表の同

意があったことから、学校から提出された「給食を起因とする食物アレルギー発症報告書 (第

1幸脱)」 の内容に基づき、事故発生の翌日9月 6日 に報道機関へ情報提供を行つた。

内容は以下のとおり。

・事故発生日時

。事故発生場所 (学校名は公表せず 「市立小学校」のみ)

。事故の概要 (当 日の献立名、使用した加工品名、含まれていた乳 。乳製品の成分は公表

せず )

・事故発生の原因

。再発防止に向けた対応

。当該児童の状況 (9月 6日 (水)時′点。学年及び性別は公表せず)

圃

食物アレルギー事故発生時の公表基準の見直 し

今回の事故については、事故直後、個人や学校が特定されないように配慮 し、公表する情報が限定さ

れた。その結果、市の情報発信に対 して市民に不信感を抱かせることとなった。

事故が発生した際には、関係者だけでなく、食物アレルギーを持つ児童生徒やその保護者、他の自治

体に情報を共有し、広く事故防止につなげるため、個人への配慮をしながら公表 (献立名、使用した加

工品名、含まれていたアレルグンなど)を原則 とすべきであり、「学校における食物アレルギー姑応の

手引き」の公表基準等を見直す必要がある。
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改善策

〔市教育委員会における改善取組〕

○ 「学校における食物アレルギー対応の手引き」(資料 折① 52ページ)の公表基準、公

表内容等を見直す。

【現行の公表基準】

<公表基準>

(ア )栄養士、調理員等の給食調理従事者が食物アレルギーの原因食物の見落とし

及び誤配食により、児童生徒が原因食物を食べた場合

(イ )学級による誤配食により、児童生徒が食物アレルギーの原因食物を食べた場合

(ウ )食物アレルギー未対応者が給食終了後にアレルギー症状を発症し、医療機関を

受診 し、かつ入院を有するなど重篤な場合

*上記の (ア )(イ )の場合において、症状発症や医療機関受診の有無に関わらず、

保護者の同意があった場合に報道機関に情報提供を行 う。

<公表基準>

【現 行】*上記の (ア )(イ )の場合において、症状発症や医療機関の受診の有無に関

わらず、保護者の同意があつた場合に報道機関に情報提供を行う。

【改定案】*上記の (ア )(イ )の場合において、症状発症や医療機関の受診の有無に関

わらず、公表 を原則 とし、報道機関に情報提供を行 う。

<公表内容>

【現 行】概要と事実経過 (状況、症状、該当者の学年等)、 事故原因、再発防止策

【改定案】概要と事実経過 (状況、症状、該当者の学年等)、 事故原因 (原因となった

食品、加工品と原材料名等 ) 、再発防止策

<食物アレルギー事故発生時の公表のフローチャー ト (食物アレルギー対応者)>

【現 行】イ早 _荏考 の 同 音 の 右 鉦 t n ハ ヰ_.】ヒハ キ 歩 沖 十

【改定案】公表を原則とする

○ 学校 と市教育委員会の対応

事故後、可能な限り早い時点で、保護者との面談、救急搬送先の医師や主治医への状

況確認、関係職員による事故当時の再現等を行い、情報収集及び事実確認をする。

○ 市教育委員会と市長部局の連携

人命にかかわる重大な事案については、市長部局と速やかに情報を共有し、連携 して

必要な対応に当たる。

事故当初にとどまらず、その後の状況も、必要に応じて適時適切に情報を公表してい

く。

■
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被害にあわれた児童の保護者から寄せられたメッセージ

子どもは事故から5か月たつた今も未だに身体的、精神的に癒えることのない苦しみ、恐怖と

闘っています。先が見えない事で不安を感 じることもあります。

アレルギーは一つの個性だと思つています。これだけ現代にアレルギーの子が増えていながら

も、アレルギーに関わることがなければ他人事のように捉えられることも少なくありません。

「アレルギーがある子は可哀想」そう思われることがアレルギーの子を持つ親として、それが一

番悔 しい、虚 しいことでもあります。お友達が食べている物が自分だけ食べられない、さわれな

い、ふれ られない、離れた場所で食べなければならないなど小さい頃から食べることに関してた

くさん我慢をしてきました。けれど決 してアレルギーの子は不幸ではないのです。

学校生活においても制限が大きいですがその中での 「給食」は特別なものでもあるのです。何

か一つ、一品でも自分がみんなと同じものを食べられるだけでアレルギーの子にとつて喜びに繋

がります。だから子ども自身も給食の時間はいつも楽しみの時間の一つでもありました。我々保

護者も色々と配慮していただきありがたい気持ちでいっぱいでした。

しかし毎 日、残さず食べ誰よりも食べる事が好きだつた楽しみの時間が9月 5日 のたつた一度

の給食で恐怖へと変わってしまいました。子どもがずつと今まで安全と信 じていた給食…その給

食を食べ苦しさと、このまま死ぬかもしれないと言う恐怖に怯えながら誰もいない トイレで 1人

戦つたのです。どんなに辛く苦しかっただろう…今までの食に対する安全や信頼、幼少期から培

ってきたものが一気に崩れて失われました。

今回の事故は、献立作成から当日の給食提供、食物アレルギー発症後の対応まで多くの箇所に

問題がありました。思い込み、 うつかリミスによる見落としは危機意識が足 りていなかつたと捉

え、アレルギーは死に直結すると言 う事をどうか忘れないでいただきたいのです。一つ一つの行

動に責任を持つことで安全が保たれます。今回の事故を通じて、上越市の食物アレルギーがあり

給食での対応が必要な児童生徒が年々増え続けていることを知 りました。限られた時間の中で献

立を作成 し、安心・安全な給食を作ることは大変なことと承知しています。さらに、食物アレル

ギーに対応 した給食ともなれば、神経をとがらせなければなりません。栄養教諭の兼務校数や調

理員の配置人数など労働環境を整えることで、一人一人に余裕が生まれ、事故防止の第一歩につ

ながるのではないかと考えます。市はもとより県全体で食物アレルギー対策を見直していただき

たいのです。

エピペンは手遅れにではなく重症にならないように打つてくださると苦しい時間を回避でき最

悪の状態にならないで済みます。時間が勝負なのです。実際にエピペンを打つことは医療従事者

ではないと本当に勇気がいることと思いますが、エピペンを託された人にしか救えない命がそこ
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にあるのです。 「どうか我が子だつたら…」という思いで今一度認識をお願いします。食物アレ

ルギーに限らず学校は児童の命を預かつている場に変わりはないのです。

そして我々、親としてお願いするだけではなく子どもには自分の命を守るために、その都度異

変を感 じたら我慢や遠慮をせず自分で発信することを今後もしつかり伝え続けていこうと思いま

す。

子どもはこれだけ怖い思いをしたにも関わらず 「もう一度、給食を食べる」ことを目標としま

した。正直、安全が保たれる家庭からの弁当持参で良いのでは ?と 言 う思いもありました。2か

月後、再び給食を口に出来、食べ終わった時に子どもが言つた言葉…

「やつぱり給食は美味しいね」

もう涙が止まりませんでした。事故以来、ずっと我が子の苦しむ姿を目の当たりにしてきた親と

してこの日、この言葉を忘れることはないでしょう。そうまでして食べたい理由が分かりまし

た。給食でそんな幸せな思いを感 じられるからこそ子どもにとつて給食は特別なものなんだ、給

食を食べさせてあげたいと思いました。

それぞれが、それぞれの立場で出来ることを。共通理解を持ち一人一人が意識を高めるにはど

うしたら良いのか考え、実践していく事と同時に三度とこのような事故が起きないよう、事故の

記憶や教訓を風化させることなく将来にわたり受け継がれていくことを強く願つています。
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おわりに

この度の食物アレルギー事故により、その児童と保護者・ご家族の心身に大きなご負担をおか

けすることとなりました。

事故以来、教育委員会は、学校とともに、児童と保護者のお気持ちに心を配 りながら、児童の

学校生活の支えとなるよう努めてまいりました。

しかしながら、5か月余り経過 した今も、児童は時折事故を思い出し、腹痛、下痢等の身体症状

が表れるなど、事故前まで当たり前に送っていた学校生活を取 り戻すことができていません。

どれ程辛かつたことでしょう。私たちが再発防止に取 り組むことの前提として、まず一人一人

がその辛さ、苦しさを自分に重ね合わせて自らの心を揺 り動かすことから始めなければなりませ

ん。

「給食は美味しいね」児童の心からの言葉が、大きな後悔に苛まれ、担 う責任の重さにたじろ

ぐ私たちに、進むべき道を教えてくれています。

教育委員会は、この度の事故を決 して風化させることなく、当市の食物アレルギー対策の道し

るべとして語 り継ぎ、アレルギーがあつてもなくても、みんなで一緒に給食を食べるという幸せ

を分かち合 うことのできる安心を築き、守るための努力を不断に続けてまいります。

令和 6年 2月  上越市教育委員会
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資料 刊
【木件事故当日の対応の経過】※関係者からの聞き取りに基づき作成

※時刻については数室の壁掛け時計の時刻   ☆印は上越地域消防局のコンピュー タ乱チ主に基づく時亥1

O当該枝では、7月 下旬に当該児童の食 ll′,ア レルギーに係る緊急時の対応について、曽該児童の主治医よる校内研修を実施 していた。

その研修において、当該児童は重度のア レルギーをもつお子さんであること、緊急性が高い症状を 「5分で判断 しエ ピペンを打つ」ことを主治医と碓認 した。

枝時表 時刻
当該児重 (以 下、児琶)の距状
(10月 8歯 保諮者 との面談から)

養護教譲 その他職員・救急隊

11:55-
給食耳t備

1刃 l攻台

に掲

と し

直接手渡 した。

いただき
ます

12■ 5L貝

数日食べた ところで喉に違和感が

あったが除去 された安全な給食を

食べていると信 じていたため担任
に伝えられなかつた。

「いただきますJを して給食を
食べ始める。

1雰 2「DL貝 「喉が痛いJ Iお l星が偏いJ Iらヽ

らふ らして気持 ちが悪い」 と感 じ

た。前方の担任の席まで行き 「お

腹が痛いので トイ レに行きます J

と腹デれを訴えた。担任が 「はい J

と言ったので一人で トイ レに歩い

て行 つた。
トイ レの個室に入 り便座に座 ると

す ぐに下痢。水を流す とまた下

痢。水を流す とまた F痢、を繰 り

返 していた。10分 くらい経ってい

たよ うに感 じた。

児童が前方の担任の席まで来て
「お腹がゲllい ので トイ レに行き

ます」 と腹
「

Flを 訴えたので 「は
い」と答えた。

児童が トイ レに行つた後、 1(

立・除去食表を確認 し、対応食
でないことを再 ,た 認 した。 Jと上

の様 子や牛乳の痕跡がないか確

認 した。給食は1/3ほ ど食べてい

た。

12130り 1 l上員室にイ1く 前に、 トイ レには

子を見に行 く。 トイ レ入日か ら

中を覗き、lLR室 の扉が rlま って

いることを確認 し、まだ用を足
しているのだな と思い、声は,ト

けなかつた。職員室か ら戻つた

際も ll ttl,:認 するが、扉が閉
まっていることか ら児童がまだ

用を足 していると判断 し、声は

llけ なかった。

12

さ

135

ちそ
ま

山げギき

その後
連絡帳 を

苦いてか

ら|ヽ 休み

※火 lと 日

は清 lΠ;な

しで ロン

グ昼 l本 み

当日は暑
かったた

め室内の

涼 しい場

所で逝ぶ

よ う指示

あ り

12:35trミ

l疵 _「■Aか ら「OOさ ん、大丈夫で

1~か J とP日 かれたので 「1まい」 と

返事を した。 1戯 llAか ら「伝言が

あるのだけれ ど、給食を,キ 小Jけ て

もやヽいかなJ と1鮒 かオιたの
‐
C「 大

丈夫です。片付けて くださいJと
返事をした。

限員Aが 去ったあ と、枯 しくなっ

てきた。 トイ レの中が暑 くて、こ

のまま死ぬか t)し れない と思つ

た。教室に戻 りたい、 lとか来て助

けては しいけど呼べない とい う状

態だった。

トイ レを出て一人で教室に向かつ

ている時、教室前で朧員 Bに声を

‖けられたが、顔面が赤くなつた

りふ らふ らした りしている状態に

は気 4す いてもらえなかった。

教室の後方入 日か ら戻 り、前にい

るJl任 の ところまで行き、 「先
生、気持ち悪いですJと 訴えた。

i宅 貝 Aに 、児堂のォ天子を征誌す

ることと給食をりヽllけ よいか確

認することを指示 した。

職員 Aか ら「大丈夫だそ うで

,J「 給食は片付けてよいそ う

ですJと 、ll告 を受ける。

歩いて戻つてきた児童の顔面が

和:湖 、】これっばいことに気付

き、 「顔色がおか しくないです

かJと 伝えると「先生、気持ち

悲いですJと 訴え倒れそ うに

なったので 「そこはだめです。
まだ側オしないでくだ さい。布

'団を敷 くから待っていてくださ
いJと 符たせ、後方の棚か らハ

スタオルをll入 り1日 し、教室後方
のスペースに敷き、2inほ ど歩か

せ杖にさせた。

職員A→ トイ レの l十 室の

扉の前で 「①① さん、大

丈夫ですか」 と声を,卜 け

ると中か ら「はい」 と,l・く

可|が あった。 「伝言があ

るのだけれ ど、給食を)i

lヽlけ てもいいかな」 と聞

くと 「大丈夫です。 )i付

けてくださいJと 返事が

あったので、を′文室に戻つ

た。

職員A→担任に報告後、

給食をりillけ た。

職員 B→ 4″F生の柿助に

行 く途中、O年教室前で

児とが トイ レ方向か ら歩
いて来たのを見て、 「O
Oさ ん、帰つてきたね」
と声を掛けた。

X晟 員Aに 1砒貝室 と十米健 f｀ に,坐イ1持

するよう指示する。

教室にいた児童に、痢f下 に出る

ように指示を出す。
エ ピペンを準備 し、足を上げよ

うと試みるが、足が硬 くて うま

く にが らず、本人が楽そ うなオJ、
の姿勢を保持 し、同じ日の机椅子

を不ケ動させ スペースを作った。

児童の杖に1ヽlく 。

I殷 員Aからの電話を受ける。
「①①さんが大変です。す ぐに

来てください。」 と言われ る。
以前あった迷 ィL神経反射なのか
ア レルギー)丁状なのか分からな

かったので、いずオとにも対応で

きるように、緊急セ ッ ト、児童

のファイルを持つて保夜と室を出

た。
職員室付近にいた職員 Bに 「○

Oさ んに何かあつたよ うです」
と伝えた。

熙_FIA→ 職員年はつなが

らず、保 liと室に架亀 「○

4i生の○○ さんが大変で

す。です ぐ来て くださ
い。」 と養註教諭に伝え

る。

職貝 B→廊下で養謹教諭
からすれ違いざまに児童

が具合が悲いことを聞
き、数室へ向か う。
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!

に聞かれ、 「いいです Jと 答えた

が、苦 しくな り「やつば り句ちま

す」 と訴えた。

苦 しくなっていて、質問はやめて

早 く打つてほ しいと思つた。

担任に 「どこに打ちますかJと 聞
かれたので、 「ここJと 大腿を指
した。

||||■  |ね任● |||l l

養護教諭到若まで、児童に 「エ

ピベ ンを打ちますかJと 聞い

た。
児童が一旦は 「いいです」 と答
えたが、 「やつぱ り拘ちます J

と訴えたため、教室後方棚内保

管のエ ピベ ンを準備する。
その後、 「救急車呼びますか」
「今、気持ちは」 「今、どんな

感 じJ「今、苦 しいですか」な

ど、体の具合を聞 くために質問
を した。

児童に 「

聞き、当

とRを指 し

るものの

どこに打ちますかJと
該児童が 「ここJと 大
たので、打つ準備をす

、本当に打っていいも
のか迷 う。

|■ |■ |1秦
‐
護教講|―  ■||

教室に行 くと、担任はすでに

キャップを抜いたエ ピペンを

持っていた。
児童が苦 しそ うに息を して横に

なつていたのでアナフィラキ

シーだと思つた。児童も呼吸が

苦 しいと訴えていた。皮府状態

を確認すると胸、腹に華麻疹が

出ていることを確認 した。

喩員 Bに開かれ 「人を呼んでき

て くださいJと 伝える。

胸 と lЯ に等麻疹があることを確

認する。
l可 つべきか迷 う担任に 「打ちま

しょう」 と言 う。
エ ビペンを打 とうとしていると

ころに枝長が来たので 「打ちま

す Jと 伝える。

|:■ |■校長■ ■■■ |

職員室前方の入 日か ら、

緊急セ ッ トを持って階段

を上る養護教諭の姿を見
て異変を感 じる。

階段を上 り始めると職員
T】 が下 りてきて 「児童の

具合が悪いみたいだJと
言つたため、教室へ向
かった。

教室に駆けつけると児童

が被 にな り、向かい合 う
よ うに担任 と養誰教諭が

位置 し、担任はエ ピペン

を持っていた。
(llつのね、打つなら救

急車呼んでくるよJと
言って職員室へ行 く。

数室を出る際、数室出入
口伺近にいた子 どもたち

イこ「弊の部屋に行 くよJ

と声掛けし、児童管理を

教育実習生にお願い し

た。
21ⅢHLに いた言共の教室担当

職員に、救急車を呼んで

いるのでこの廊下 (2).|し )

を立ち人 り禁上にするよ

う指示 し、職員隼のある1

階に下 りた。

||そο)l'芭 職員・救急隊―
|

職員A→何かできること

をと思い、保健室に担架

を取 りに向か う。

職貝 B→教室に来る。
「何かお手伝いす ること

はありますか」と聞 く。

職員 B→llt員 室に行き、

応援を要請する。

2:43

腹部 と胸、
が出ている
しさあ り。

状態。

腕、足に尊麻疹の症状

。手足の しびれ、 感告

咳な し。会話ができる

児童にエ ピペンを打つ。 担任が動揺 しているようにノヨしえ

たので、エ ビペンを途中で向llさ

れては困ると思い、担任のエ ピ
ペンを打つ手に自分 も手を添

え、一緒に打ち 「12345」
と左手で指を折って 5秒数え

た。
児童に 「エ ピベン打ったか ら

ね」 と伝 えるる

児童の背中

伏の確認 と

ま し)を統

をさすりながら、症
児童への声掛け (励

けた。

職員室に戻る。
応l渡 要請を受けて教室に

向かお うとしていた教口,1
に保護者に連絡す るよう

指示する。

教頭→応援要請を受け教
室へ行 こうとした時、校

長か ら保護者連絡の指示

を受けたので現場に行き

状態を確認 した後、職 員
室へ下 りる。
職員C→応援要請を受け

教室へ行き、職員 Aと IJ

架を広げ、その後救急車

誘導のため玄関へ。

政員A→担架広げた、そ
の後救急車誘導のため玄

F要〕へ。
教務主任→教室へ行 き、
狙架陥で /日L守 る。

★ レ :bl 119に架電

食物ア レルギーによるア

ナフィラキシー症状が見

られ ることを伝え、意識
の冶無を問われた ところ

で教頭が戻 り、 「会話が

できる状態」 とい うこと

を教酸に確認 し、伝え

た_

fttR果 か
令。同
の出動要請

ドクターヘリ
】※後に消防
ターヘリは機署ヘ 「 ドク

体 トラブルでフライ トで

きない」 と連絡あ り。

教頭→保護者に連絡

★ 12:52 【毅北Y句 助者から
^'〔

急卑
出動】

呼吸が苦 しかったので、体を少 し

起 こして、水筒の水を紙 コップに

入れて内ЛR薬 (ア タラックス)一
錠を飲む。

養護教諭 と共に内服楽 (ア タ

ラックス)の服用をltと認〕る
呼吸が苦 しそ うだつたので, 1薬

欧もうか」 と声を掛け、l本 を少

し起 こして、児童の水筒の水を

`氏

コップに入れて内服莱 (ア タ

ラックス)一錠を月R用 させ見守

る。

た` 大学 lテE生 に

当該児童に 「救急車呼ん

だか らね。来てくれるか

ら安心だよJ「お母 さん

も来るからオユ」 と伝え

る。

教頭→教室に戻 り、使長
に保護者 と連綿が とれた
ことを伝える。
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1様時表 |

1当該鬼重 (以下■児童)の症状|
|(10月 0口 保護者と|め面1談方ヽら)| ■■|| | ■盤任|   ■■■■

13:00 呼吸が
~古

しかつたので、体を少 し

但こして、水筒の水を紙 コップに

入れて内服薬 (セ レスタ ミン)一
旋を飲む。

養護をll諭 と共に内服楽 (セ レス

タミン)の服用を確認す る。

坪吸が苦 しそ うだつたので、
「薬飲 もうかJと 声を士卜け、体
を少 し超こして、本人の水筒の

水を紙 コップに入れて内服薬
(セ レスタミン)を一蛇服用 さ

せ、見守る。

★ 13:02 【救急車玄lttl到 着
導により教室ヘ

】→誘

際,箋 者に Iし びれ る、 しひれ る

苦しいよ」 と言 う。

救急隊が

に同行 し
児童を救急車に運ぶ際

、乗車を確認す る。

里合成分表及び当該児童の個別
ファイルを持って枚急車へ同

乗。

養護教諭に救急車への同

乗を指示。

l木 護者 ,」l右

卜女急隊と母:と で、体中に

華麻疹が広がつているこ

と、手足の しびれ、体の

F更 直をlt認する。

保護者→救急隊からの住

所記入依頼に応 し、新潟

県立中央病院に受診歴が

あることを伝 える。

★ 13:12 l木 ,隻幸fと 白己合成分表を見なか ら
「クリームコーンがあや しいの

ではJ と言舌す。

l救急車7不
`t新

こ】→和r偶

県立中央病院に搬送、保

護者 と養護教諭同乗。

こ3130Lチミ 綸ft室 に児車か締
`ミ

甲に

救急搬送 されたことを伝
える。栄養教諭に連絡す

るが出張のため不在。

市教育委員会へ報告。 (第

1報 )

13:35
5限 B日始

★ 131 11
1こ

6 11RttH狡 台

ム帥か らR,l明 を受けた保護有か

ら報告を受ける。
「症状は落ち若き、現在蕃麻疹

を抑える点滴を投与、グレー ド2

の症状だった。24時 間経過繊察

として ]ィ日入院 となる。ア ドレナ

リンを追加投与する必要はな
い。エ ピペンをれっていたこと

がキい。学校か ら持参 した詳細

な献立表に 【乳】はないが、発
症した時間市子からしてネ含食が原
因なのではないかJと の一言が
あった。
使長に電 ,苫 で状況を報告した。

養護事丈言aか らの報告 l'｀l容

を市教育委‐員会へ†快告。
(篠 2報】

15100L良 市教育委 _F員会→出張先の

米養教
'戯

員に連絡を取 り

確認をする。 「飲用牛平L

以外は除去対応」 と返答

ある。

15:30Ll虫 宋養教服員→市教育套貝

会へ 「スープに使

"1し

た

『 冷凍クリームコーン』
イこ「平L成分 :肌脂濃縮

乳」が入つていることを

確認 したJと 連絡があ

る。
給食の誤食によるア レル

ギー症状の発症 と判明

15:30

下校

15:45し民 甲央 l内 院へ
,」 lえ にィ可く。

帰 りがけ、携帯電話に、
「給食に使われていたク

リームコー ンに脱 1旨粉孝L

がl吏 用 されていた」 と教

頭か ら連絡が入 り、それ

を保護者に伝 え、謝〕P。

調理貝→‖`l入物資の表示

を確認 し、教頭に 「脱肺

償縮乳Jの表示が確認 さ

れたと報告。

教頭→校長に連絡。

17:05 校長の車で学校に戻る。 養護教諭、保 ,隻 者を来
せ、学校に戻つたことを

市教育委員会へ辛R告。

(第 3報 )

来養教職員、 ll可理員
護者それぞれが『冷
リームコーン』の配
分表 (FAX用ヤI()

、 保

凍 ク

合成
を確

※対応に関係 した職員 担任、養設教諭、校長、教頭、教務主任、職員A(同 じ教室で給食を食べている助教諭)□
職貝B(他学年の児童管理に当たつている教育補助員)、 イR弦 員C(T説員室にいた教諭)
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資料 2

本件事故後の対応の経過

【当該校】

令和 5年

9月 5日

9月 7日

9月 11日

随  時

10月 3日

10月 18日

11月 15日

12月 1日

令和 6年
1月 9日

1月 19日

校長による保護者説明 (事故要因、公表)

栄養教職員と調理員で、事故原因の調査及び翌日以降の給食食材や配合成分表

を確認

保護者、校長、養護教諭で面談 (今回の対応を振 り返 り、改善点について個別

対応計画を確認)

【校内研修】上記の内容に基づく食物アレルギー対応研修を実施 し、全職員で

確認するとともに、課題となる′点を挙げ、改善策を検討

児童の状況確認、保護者と面談、児童と保護者に寄 り添つたきめ細やかな対応

保護者と面談 (事故当日の学校の対応 と本人の症状や気持ち等を確認 )

【校内研修】主治医による緊急時の対応研修を実施

教育委員会主催の児童の主治医による緊急時対応研修に参加

臨時保護者説明会を開催

【校内研修】緊急時対応シミュレーション研修を実施

改善策を追加した校内取組プラン、個別対応計画について保護者と内容確認

市立幼稚園・小中学校へ 「当日チエックリス トの対応、加工品を含めた原材料

確認の徹底」を緊急連絡

市立幼稚園 。小中学校へ 「学校給食における事故発生防止の徹底について (通

知)」 を発出

・事故の概要、原因
。再発防止策

事故当時の状況把握と防止策の徹底 (関係者への状況聴き取 りや給食室立会指

導等)、 教育委員会職員 (給食担当、学校担当、臨床心理士等)と保護者との面

談、聴き取 り

栄養教職員 。調理員向け事故防止研修を実施

9月 14日 付け新潟県教育庁保健体育課長通知を受け、市立幼稚園 。小中学校ヘ

「食物アレルギー対応における誤食等の事故発生防止について (通知)」 を発出
。給食における対応

・学校生活 (給食以外)における対応

・発症時の対応

教育委員会 9月 協議会において事故及び対応状況を報告

【市教育委員会】

令和 5年

9月 5日

9月 6日

随  時

9月 19日

9月 20日

9月 26日
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教育委員会から保護者へ今後の情報の取扱いについて意向確認

文教経済常任委員協議会において事故の概要、原因、今後の予定等を説明

教育委員会 11月 協議会において、10月 30日 開催の文教経済常任委員協議会に

ついて報告

当該児童の主治医による緊急時対応研修

※ハイブリッド型研修 (エ ピペンを持つ児童生徒が在籍する市立小中学校は参

集、同時に市立幼稚園・小中学校にオンライン配信)

外部有識者から意見を聴取

(主な意見)

。配合成分表を取り寄せる加工品の捉えが明確でなく曖味
。調理員の見落としをなくすシンプルなシステムが必要

・事故のリスクを下げることが最優先であり、献立を固定化したり、弁当対応

の検討も必要ではないか。

・緊急時、全ての教職員が直ちに対応できるよう繰 り返し訓練することが必要

・重度の食物アレルギー児童生徒が在籍している場合、学校内の教職員が重度

であるという意識で臨み、情報共有することが大事
。エピペン①を処方された児童生徒はハイジスクであるという意識を持つこと

通常は腹痛・ トイレだけでアレルギー症状と判断することは難しいが、ハイ

リスクの児童生徒が給食中に腹痛を起こした際には直ちに対応する必要があ

る。
・学校内の トイレの個室 1つ くらいは ドアでなくカーテンにしたり、非常ベル

を設置 してはどうか。

・患者の情報を紙ベースで用意 し、それを救急隊員に提示できるとよい。

12月 20日  教育委員会 12月 協議会において検証等の進オノノキ状況を報告

10月 3日

10月 30日

11月 14日

11月 15日

12ノ周 19 日

令和 6年

1月 4日

1月 12日

三学期の開始を前に、市立幼稚園・小中学校へ 「学校における食物アレルギー

対応の徹底について (通知)」 を発出

・各校の校内取組プラン、個別対応計画に基づく対応の徹底

・シミュレーション研修の実施

上越市立幼稚園・学校食物アレルギー対応委員会において、事故報告書素案を

提示 し、意見を聴取

(主な意見)

・調理員が余裕を持って調理・確認できるシンプルな献立がよい。

・児童生徒にアレルギー症状が出た際、判断や対応に迷いがないよう、学校内

でシミュレーションすることが重要

・教育活動・給食は子どもの命を最優先に行 うべきであり、どのレベルの食物

アレルギーであれば給食提供できるのか考えるべき
。基本献立を変更すると担当の栄養教職員が 1人で確認することになるため、

可能な限り献立を統一し複数人でチェックできる体制整備を
。救急隊の活動を円滑に行 うためには、現場からの第一報で必要な情報を伝え

ること及び現場到着後の正しい状況説明が重要
。医師会としても事故が起こらないよう対策を練つていくことが大切

・学校が対応に悩む場合、本委員会の場を対応検討の場と位置付け、ここで出

た意見を参考にして、学校が最終判断できるようなシステムを構築するとよ

い 。
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1月 24日

・ 自身も食物アレルギーがあり、アレルゲンを禄取した覚えがないのにアナフ

ィラキシー症状が出た際には、自分でエピペンQを打つ判断すら怖くて、な

かなか打てなかつた経験がある。当該校は日頃からとても手厚く対応 してい

たと思 う。
。今回の事故についての報道の在 り方に関し、中学生から「自分たちはSNS
等の扱い方をこれだけ注意されているのに、保護者や学校、教育委員会を攻

撃するような書き込みを目にし、大人のSNS等の扱い方はどうなのかと感

じる」という声があつた。

教育委員会 1月 協議会において事故報告書の作成を報告
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上越市立小学校における食物アレルギー誤食事故

検証に係る外部有識者名簿

選出区分 氏 名 所 属

1 医療関係者 (医師) 國上 千紘 上越総合病院 月ヽ児科

2 医療関係者 (医師) 額賀 愛 けいなん総合病院 河ヽ児科

3 上越地域消防局の職員 石田 俊明 消防防災課

4
上越市立小 。中学校

校長の代表
野田 晃 有田小学校

5
上越市立小 。中学校

養護教諭の代表
櫻井 麻子 大手町小学校

6
上越市立小 。中学校

養護教諭の代表
岩崎 留美 豊原小学校

7
上越市立小・中学校

栄養教諭の代表
吉村 和代 城北中学校

8
上越市立小・中学校

栄養教諭の代表
池田 春美 中郷小学校

9
上越市立小・中学校

調理員の代表
岡 和弘 大漆小学校

10
上越市立小・中学校

調理員の代表
新保 裕子 城東中学校
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令和 5年度上越市立幼稚園 。学校食物アレルギー対応委員会

意見を聴取する対象者名簿

氏 名 選出区分 備  考

1 図上 千紘 医療関係者 上越総合病院医師

2 金澤 責 医療関係者 かなざわ内科クリニック院長

3 上野 憲夫 医療関係者 上越薬剤師会理事

4 鈴木 博美
上越市小中学校 PTA連 絡協

議会の代表者
上越市小中学校PTA連絡協議会会長

5 瀧口 寿美子 上越市立幼稚園長 高田幼稚園長

6 野田 晃
上越市立小 。中学校長の代表

者
有田小学校長

7 熊木 徹
上越市立小 。中学校長の代表

者
春 日中学校長

8 山口 俊充
上越市立小 。中学校保健主事

の代表者
国府小学校保健主事

9 米山 優子
上越市立小・中学校養護教諭

の代表者
顕城中学校養護教諭

10 櫻井 麻子
上越市立小 。中学校養護教諭

の代表者
大手町小学校養護教諭

11 吉村 和代
上越市立小 。中学校栄養教諭

の代表者
城北中学校栄養教諭

12 池田 春美
上越市立小 。中学校栄養教諭

の代表者
中郷小学校栄養教諭

13 岡 和弘 学校調理員の代表者 大湊小学校学校調理員

14 官川 智枝子 幼児保育課の職員 幼児保育課副課長

15 石田 俊明 上越地域消防局の職員 消防防災課副課長

16 富井 美穂 上越保健所の職員
上越地域振興局健康福祉環境部地域保

健課長
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資料3-①

学校における

食物アレルギー対応の手引き

平成 26年 3月 策定

令和 2年 1月 改訂

上越忠義隊けんけんず ③上越市

上越市教育委員会
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は じめに

学校給食における食物アレルギーについては、文部科学省監修の下、平成 20年に

公益財団法人 日本学校保健会が発行 した「学校のアレルギー疾患に射する取 り組みガ

イ ドライン」に基づく対応をすることとされています。

しか しながら平成 24年 12月 、他市において食物アレルギーを有する児童が、学

校給食終了後にアナフィラキシーシヨックの疑いにより亡くなるとい う事故が発生

しま した。

このような状況から、上越市教育委員会では、平成 26年 3月 に「学校における食

物ア レルギー対応の手引き」を策定 しました。

その後、平成 27年 3月 に文部科学省から、学校給食における食物ア レルギー対応

の基本的な考え方は、全ての児童生徒が給食時間を安全に、かつ、楽 しんで過 ごせる

ようにすること。そのためにも「安全性を最優先」にし、栄養教諭や養護教諭、食物

アレルギーの児童生徒を受け持つ担任のみならず、校長等の管理職を始めとした全て

の教職員、調理場及び教育委員会関係者、医療関係者、消防関係者等が組織的に対応

することを基本 とした「学校給食における食物アレルギー対応指針」が示 され、平成

29年 2月 には新潟県教育委員会が 「学校における食物アレルギー対応指針」を策定

しま した。

上越市教育委員会では、国・県の「食物アレルギー対応指針」に基づき、現行の「学

校における食物アレルギー対応の手引き」を補足 し、市立幼稚園 。学校における年間

を通 した対応の流れや、調理か ら配食・配膳 。喫食に至るまでの除去食等の提供に関

する具体的な手I庚等について、対応の単純化 と市内共通化、事故防止策の見える化を

図 り、学校現場で最低限必要 となる処理方法等を示す手引きとしました。

各学校におかれましては、ア レルギー疾患の児童生徒が、学校生活を安全・安心に

送れるよう、この改訂手引きを活用 していただきたいと思います。

令和 2年 1月

上越市教育委員会
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目 次

第 1章 上越市立学校の給食に関する基本的な考え方及び対応方針

基本的な考え方・対応方針

アレルギー対応委員会の設置―一―――――――一―――十一――~~~

での各職員の役害1

委員会事務局の役割

第 2章 学校給食における食物アレルギー対応
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第 1章 上越市立学校の給食に関する基本的な考え方及び

対応方針

1 基本的な考え方・対応方針

上越市教育委員会は、食物アレルギーのある児童 。生徒が、他の子どもたちと同

じように給食を楽しみ、食生活の QOL(quahty Of hfe,生活の質)を向上させ

ることを目指し、食物アレルギー対応の給食を提供するとともに、食物アレルギー

のある児童。生徒及びその保護者の学校生活に対する不安を解消するように努める。

そして、児童・生徒への指導や保護者をはじめとする大人への啓発を進め、食物

アレルギーを正しく理解 し、アレルギー症状や緊急時の対処方法を認識 し、学校生

活における食物アレルギー事故の防止に努めることとする。

2 食物アレルギー対応委員会の設置

(1)設置の趣旨・委員構成

食物アレルギー対応が必要な児童生徒のために、校長の指導のもと、それぞれ

の職務に応 じて、関係職員で 「食物アレルギー対応委員会」等を組織 し、学校全

体で対応 していく。また、校内の児童生徒の食物アレルギーに関する情報を集約

し、様々な対応を協議、決定する。さらに校内危機管理体制を構築 し、各関係機

関と連携や具体的な対応訓練や校内外の研修を企画、実施、参加を促す。

【委員構成】

委員長 :校長

委 員 :孝女頭、主幹教諭、教務主任、養護教諭、栄養教諭・学校栄養職員 (以 下

栄養士)、 保健主事、給食主任、関係学級担任 。学年主任等 (必要に応 じ

て、教育委員会の担当者、学校医、調理員の代表、関係保護者、主治医

等を加える。 )

(2)自 校の基本方針の決定

上越市教育萎員会等の統一的な対応方針 と個々の状況を踏まえ、自校の基本

方針 を決定する。また給食における様々な取決め、ルール、マニュアル等の協

議、決定を行 う。

(3)面談における確認事項

面談の 日程や参加者、聴取するべき項 目を決定する。面談時には、保護者に

教育委員会等や学校の基本方針 と対応内容について説明 し、理解を得る。面談結

果か ら個別対応計画案を作成する者を決定する。

(4)対応の決定と周知

個別対応計画案をもとに、個々に給食対応の詳細を決定 し、保護者の了解を得

る。決定 した個別対応計画を全教職員間で共有できるように周知する。
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(5)事故及びヒヤヅハットの情報共有と改善策の検討

事故原因の究明をし、原因が判明したら、危機管理体制に基づく的確な行動が

できたかを検証し、防止策を協議 。決定し、周知運用をする。

3 学校での各職員の役割

職種 役割 具体的な役割分担

管理職

(校長・教頭)

総括責任者

・市教育萎員会等の方針を教職員に指導

・食物アレルギー対応委員会の設置

・保護者 との面談の実施

・個別対応計画の最終決定

保健主事・

給食主任

学校生活に

おける配慮

(安全な給食

運営、保護者

連携、事故防

止)

・食物アレルギー対応参員会の開催

・職員研修の企画・運営

・各学校における給食時間の共通指導の徹底

教職員

・食物アレルギーを有する児童生徒の実態把握及び個別封応計画

の情幸R共有

・緊急措置方法等についての理解

・学級担任不在時の給食時間等の対応

・家庭科、クラブ、宿泊などの学校生活における活動の際の事前

相談

学級担任

・食物アレルギーを有する児童生徒の実態把握及び個別対応計画、

緊急措置方法等について把握

・保護者 ≧の面談

・給食時間におけるアレルギー封応食の確認 (誤食の防止)

・給食時間不在時等における他の教職員への十分な引き継ぎ

・他の児童生徒に紺する食物アレルギーの正 しい知識・理解の指

導

・事故発生時の迅速かつ適切な対応

。家庭科、クラブ、宿泊などの学校生活における活動の際の事前

相談

養護教諭

実態把握、主

治医や学校

医との連携

・食物アレルギーを有する児童生徒の実態把握及び個別対応計画、

緊急措置方法等を立案

・保護者との面談

・食物アレルギーを有する児童生徒の実態把握及び全教職員への

周知

・主治医、学校医、医療機関との連携を図り、応急処置の方法や

連絡先を確認
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栄養士
安全な給食

の提供

・食物アレルギーを有する児童生徒の実態把握及び個別対応計画

等の立案

・保護者 との面談

・安全な給食提供環境の構築

・対応の手引きや個別対応計画等に基づき、具体的な調理、配膳

作業等の管理

調理員
安全な給食

の提供

・食物アレルギーを有する児童生徒の実態理解 と姑応内容の確認

・栄養士の調理指示をもとに、安全かつ確実な調理作業の実施

4 教育委員会事務局の役割

(1)研修会の開催

① 全校の教職員を対象 とした食物アレルギーに関す る研修会を開催する。

② 第5章職員研修・校内訓練に基づき、各校が全教職員を対象 とした校内研修を

4月 中に行 うよう指導する。

(2)各校の食物アレルギーに係る情報を収集するとともに、緊急時の体制を整え適

切な対応を行 う。

(3)管理指導表の現状を分析 し、課題を整理する。

(4)食物アレルギーに係る情報の取扱いの周知

食物ア レルギーに係 る情報や関係書類に関する以下3点の取扱いを、年度当初

や就学時健診等の機会を捉え、学校へ周知する。

① 校内の対応すべき児童の全体を把握 し、企教職員が情報の共有化を図ること。

② 保護者の主体的な参加 と保護者 との積極的な情報共有に努めること。

③ 上越市個人情報保護条例に基づき、関係書類を適切に管理すること。

(5)対応事案等の把握・報告、改善策の検討

①対応事案や ヒヤ リ・ハ ット事例等を把握 し、必要に応 じて報告等を行 う。

②対応事木安や ヒヤ リ・ハ ット事例の分析、学校からの改善に関する意見や他 自

治体の効果的な取組等を踏まえ改善策の検討を行い、学校への周知を図るととも

に、必要に応 じて本対応の手引きを更新する。

-52-



第 2章 学校給食における食物アレルギー対応

1 学校給食における食物アレルギー対応と管理について

「学校給食における食物アレルギー対応指針」 (文部科学省)を原則とする。

(1)食物アレルギーを有する児童生徒にも、給食を提供する。

そのためにも、給食は「安全性」を最優先とする。

(2)食物アレルギー対応委員会により組織的に行 う。

(3)食物アレルギー姑応基準 :①、②両方に当てはまる場合に、食物アレルギー対

応食を提供する。

① 「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイ ドライン」(日 本学校保健会)

に基づき、年1回、医師の診断による「学校生活管理指導表」 (様式 2-2)
の提出があること。

② 家庭でも原因食物の除去を行 うなどの除去食療法を行っていること。

*飲用牛乳は、医師の診断を受けている者以外の停止は原則として行わない。

*教職員の除去食、代替食の対応は原則として行わない。

(4)安全確保のため、原因食物の完全除去対応 (多段階の除去食は行わない)を原則

とする。

(例 )牛乳アレルギーの場合

①完全除去、②少量可、③力日工食品可、④牛乳を利用した料理可、⑤飲用牛乳

のみ停止など様々なレベルでの多段階対応は行わず、完全除去か他の児童生徒

と同じようにすべての牛乳・乳製品を提供する、のどちらかで対応する。

〔除去食及び代替食について〕

除去食…完全除去 した献立に代替はしない。 (例 :牛乳アレルギーの場合、シチ

ューの牛乳を除去 して、代わ りに豆乳を入れることはしない。 )

また、様々な除去食を個別に作る等多段階対応はしない。

代替食…できる限 り最小限に集約 して調理するようにし、原因食物ごとに別々の

献立や調理を行わない。

(5)学校及び給食室の施設設備、人員等を鑑み無理な (過度に複雑な)対応は行わな

い 。
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(6)食物アレルギー対応の配慮事項

給食の提供における食物アレルギー対応は、以下の 4種類から最適な対応 レベ

ルの組み合わせを考えて、実施する。

保護者の求めるままに、学校及び給食室の実情に合わない無理な対応を行 うこ

とは、かえって事故を招 く危険性がある。給食のアレルギー対応は、あくまでも

安全性を最優先 し、医師の診断と指示に基づいて行 うものである。

対応 レベル 対応 対応の内容

レベ ル 1 自己除去対応

単品で提供 されるもの (例果物)以外、調理 されると除

くことができないので適応できない。

そのため、上越市ではレベル 1の対応は行わない。

レバψレ2 弁当対応

・食物アレルギーを有する児童生徒の家庭・担任等に、

使用する食材が分かる詳細な献立表を配付する。

・アレルギーの原因食物 と同等の栄養価が確保できるよ

う、食品選択や献立について必要に応 じて保護者に助

言す る。

・持参 した弁当は、安全かつ衛生的に保管できるよう、

学校の状況に応 じて保護者 との面談で決定する。

レバウレ3 除去対応

。食物ア レルギーを有する児童生徒の家庭・担任等に、

使用する食材が分かる詳細な献立表を配付する。

・除去す る献立について、保護者に連絡 し決定する。

・調理員は、除去食封応について、調理指示書や作業工

程表、作業動線図で明確にし、確実にアレルギー対応

食を調理、配食できるようにする。

・調理過程では調理器具や配膳場所も別にし、原因食物

の混入に注意する。

レベル 4 代替食対応

・食物アレルギーを有する児童生徒の家庭・担任等に、

使用する食材が分かる詳細な献立表を配付する。

・代替食を食べる献立について、保護者に連絡 し決定す

る。

・調理員は、代替食対応について、調理指示書や作業工

程表作業動線図で明確にし、確実にアレルギー対応食

を調理・配食できるようにする。

・調理過程では、調理器具や配膳場所も別にし、原因食

物の混入に注意する。

・代替食を該当の児童生徒が間違いなく食べ られるよう、

確実に運搬、配膳する。
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【詳細な献立表の例】

氏名 OOOO

令和〇年○月○ 日 (O)

給食封応
家庭連絡

欄献立名 食 品 名
純使用量

(g)

ごはん 精 白米 100.00

牛乳 牛乳 206.00

締のみそマ

ヨ焼き

冷凍 さわら切 り

身
60,00 鱈に代替

酒 1.00

味噌 2.00

マヨネーズ (大豆・りんご

ll口 )

8.00 除去

しょうゆ 1,00

アーモンド

あえ

キャベ ツ 40,00

にん じん 5.00

脱水ほ うれん草 20.00

粉末アーモンド 7.00 除去

しょうゆ 2.50

砂糖 0,50

かきたま汁 豆腐 30.00

じゃがいも 30.00

にん じん 10.00

冷凍小松菜 10,00

り円 25.00 除去

だし節 3.00

しょうゆ 4.00

塩 0.60

酒 0.50

でんポん l.00
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2 献立作成と調理業務

(1)安全性の確保を目的とした給食提供の考え方

食物アレルギーを有する児童生徒にも、給食を提供する。そのためにも、安全性

を最優先 とする。また、安全性の確保のため、原因食物の完全除去対応 (提供する

か しないか)を原則 とする。

使用する頻度を検討する必要がある食物

①特に重篤度の高い原因食物 :そ ば、落花生 (ピーナッツ)等

学校給食での提供を極力減 らす。使用する際は、使用す るね らいを明確にし、

使用 していることが明確な料理や料理名 とする。

なお、そば、落花生 (ピーナ ッツ)、 カシューナ ッツ、 くるみは使用 しない。

②特に発症数の多い原因食物 :卵、乳、小麦、えび、かに、キウイ、アーモン ド

次のように提供方法等を工夫する。提供する際は、使用するねらいを明確に

し、使用 していることが明確な料理や料理名 とする。

・可能な限 り、1回の給食で複数の料理に同じ原因食物を使用 しないように

配慮する。同じ原因物質の使用は最小限とし、対応を単純化する。

・同じ原因食物を使用する日を週単位で検討 し、一週間の中にその原因食物

が使用 されない 日を作るなど考慮する。

・加工食品は、できる限 り原因食物が使用されていない食品を選定する。

③その他、対応 申請のあった食物

学校の実情や児童生徒の実態に応 じて、対応を検討する。

完全除去を原則 とするが、鶏卵の取扱いは、鶏卵は加熱によリアレルゲン性が

低下することから、対象者の症状等に合わせ次のとお りとする。

加熱卵 。マ ヨネーズ等摂取可、生卵のみ摂取不可 ⇒ 除去不要

*給食では生卵の提供はないこと、また原則、加熱時の中心温度75度以上であるため

調味料 。だ し・添加物

食物アレルギーの原因食物に関連するものであつても症状誘発の原因とな りに

くい以下の食品については、基本的に除去する必要がない。

これ らについて対応が必要な児童生徒は、当該原因食物に対する重篤なアレルギ

ーがあることを意味するため、安全な給食提供が困難な場合には、弁当対応を考慮

する。
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鶏卵 卵殻カルシウム /
乳糖 。乳清焼成カルシウム牛乳

小麦 しょうゆ・酢 。みそ

大豆油・ しようゆ・みそ大豆

ゴマ泊ゴ マ

名称 :肉だんご

原材料名 :豚肉、ゼラチン、食塩、

砂糖、しようゆ l′lヽ麦を含む)、 香

辛料 (/卜麦を含む)、 酵母エキス、

調味料 (ア ミノ酸、核酸)

かつおだし 。い りこだし 。魚 しょう

エキス

魚類

肉類

【小麦の例】

このような表示であれば、特に

医師の指示がない限り、基本的に

除去する必要はありません。

原医ll食物 . 除去する必要めない調味料。だし,添力田物等

調理等の工夫 (例 )

栄養士は、献立を作成する際は、原因食物の混入を防止 し、複雑で煩雑な調理作

業 とならないように、作業工程表や作業動線図で確認する。

①原因食物を使用 しない調理方法にする。

例 :唐 1易げ、かき揚げ、フライの衣等で、小麦粉のかわ りに米粉や じやがいも

でんポんを使用する。

かき揚げや、フライの衣に卵を使用 しない。

②原因食物が料理に使用 されていることが一 日でわかるようにする。

例 :ハ ンバーグにチーズを練 りこむのではなく、上にのせる。

③原因食物が入つている料理 と、除去 した料理で形を変えてわか りやす くする。
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安全な給食提供のために献立表や料理名を工夫する。

献立表の作成にあたつては、複数の関係者で確認 し、誤表示や記入漏れのない

よう1こする。

①献立表

・料理ごとに使用している原材料が詳細にわかる献立表を作成 し、学校関係

者、調理関係者、保護者等を含む関係者全員で、同一の物を共有する。

・加工食品に原因食物が使用されている場合は、それを明記し、必要に応じて

詳細な原材料が確認できるようにする。

②料理名

・原因食物が使用されていることが明確な料理名とする。

例 :かにと卵のスープ、大豆のかみかみ揚げ、えび入りはんぺん

の対応指針参科学省 。

以下の①、②に該当する場合は安全な給食対応は困難であり、弁当対応を考慮す

る。

①極微量で反応が誘発 される可能性がある等の場合

a調味料・だ し・添力日物の除去が必要

b加工食品の原材料の欄外表記 (注意哄起表示)の表示がある場合についても

除去指示がある

c多品目の食物除去が必要

d食器や調理器具の共用ができない

e油の共用ができない

fその他、上記に類似 した学校給食で封応が困難 と考えられる状況

②施設の整備状況や人員等の体制が整っていない場合

※単にエピペン①所持であるとか、アナフィラキシーやアナフィラキシーシヨンクの既往

があるだけで弁当対応にする必要はない。

※a～fに該当する場合、主治医にそこまでの対応が必要であるか改めて確認することが望

まれる
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(2)実施献立の共有

決定した献立は、詳細な献立表 とともに、栄養士と保護者 (及び児童生徒)と で

確認 し、教職貝 。調理員と共有する。共有の方法は、食物アレルギー対応委員会

で明確にしておく。

【献立変更時の対応方法の決定】

献立の変更は、やむを得ない場合のみとし、児童生徒、保護者及び関係者全

員が情報を共有できるよう、食物アレルギー封応委員会で対応方法を決定し、

校内取組プランや個別の対応計画等に記載する。

【検討内容】

連絡方法や、保護者や主治医と連絡がとれなかつた際の対応等

【献立変更の可能性】

自然災害や天候不順等、納品された食品が発注と異なっていた場合など

(3)実施献立・調理手順の確認

・前 日あるいは当日の朝、調理にかかわる全員で、アレルギー対応作業を明記 し

た調理指示書、作業工程表、作業動線図を確認 しながら、綿密な打ち合わせを

行 う。

・事前に、「食物アレルギー対応 当日のチェックリス ト」(様式 10)を用いて、 2

人の確認責任者で声出し指差 し確認やタイ ミングを決めておく。

【確認項目】

①除去、代替する食品と献立 ②調理の担当者

③調理の手順 ④使用する器具

⑤取り分けるときは、そのタイミング

(4)調理作業

①調理器具、食材の管理

食物アレルギー対応に使用する調理器具、食材等の管理についてルールを定め、

混入を防ぐ。

謗理器堀
・対応食専用の調理機器や器具を使用することが望ましい。その場合は、一般の

調理器具と区別して保管する。

囲
・物資選定委員会等で決定された安全なものを使

用する。

・対応用食材は、他の食材 と区別 して保管する。
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②調理担当者の区別化

。対応食担当の調理員を区別化することで、作業の単純化、引継ぎによる間違い

を防ぐ。

・作業工程表を作成 し、いつ、だれが、何に気を付けて作業をするかを確認する。

・対応食担当者は、他 と異なる色の専用エプロンを着用するなど区別化 して作業

することが望ましい。

③調理作業の区別化

・対応食を調理する作業を区別化することが望ましい。

・対応のための作業動線を通常食の作業動線図の中に明記 し、事故発生予防に留

意する。

・調理 している途中の対応食用に取 り分ける等の作業 (釜での調理、卵を入れる

前に取 り分けるなど)の場合でも、混入を防ぐために、作業動線図を活用する

などにより、作業を区別化する。

④対応食の調理手順

ア検収

・使用する食材や調味料を複数で確認 し、記録する。

・給食センターで、食品が受配校に納入業者から直接納入 される場合について

も、学校ごとに検収責任者を事前に決め、確実に検収する。

【確認項目】

・納品された食材が発注した食材であるか確実に検収する。

・加工食品等は業者から取り寄せた詳細な原料配合表と同じ食品か確認する。

イ調理作業

・調理員は調理指示書、作業工程表や作業動線図に基づいて作業する。調理

作業中は区別化を意識 して作業を行 う。

。混入を防ぐため、区画された部屋や専用スペースにおいて調理する。

。通常食 と一緒に調理 し、原因食物を入れる前に途中で取 り分ける場合、対

応食担当者が原因食物の混入がないことを確認 してから取 り分ける。

・事前に決められた確認箇所、事前に決められた方法 (ダブルチェック、声

出し、指差 し等)で確認を徹底する。 日々の流れ作業にならないように配

慮 し、安全確保に努める。

・通常食 と同様、温度管理、保存食の採取、検食を行 う。

・当 日イま「食物アレルギー対応当日のチェックリス ト (様式 10)」 を使用

し、誤った対応がないようにチェックし、記入する。
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⑤調理済みの食品管理

ア食物アレルギー原因食物の混入の防止

・調理後に食物アレルギー原因食物の混入や取 り違えが起きないように管

理徹底する。

・給食日誌、調理指示書をもとに誤調理がないか複数の調理員等でダブル

チェックする。

・学校名 。学年・組・児童生徒名 。献立名と除去等の内容を記載 したカー

ド (付せん)等をつけて誤配を防ぐ工夫をする。

イ配膳

・食物アレルギー対応食専用の食器、お盆に配膳する。

・わか りやすい表示を心掛け、間違えのないよう工夫をする。

・ワゴン、コンテナに入れる際は、複数の調理員等でダブルチェックする。

・受け取 りの確認を誰がするか等を事前に決めておく。(確実に行 うことに

より、事故の予防とな り、事故が起きた際は、重要な資料 となる。 )

・食物アレルギー対応の児童生徒の給食は一番に配膳する。

(5)問題への対応を報告する体制の整備

学校や給食室で起きたすべての事故及びヒヤ リハ ット事例は、定期的に施設ご

とに対応方法の評価、検討を行 う。また、誤食があった場合は、症状の有無や程

度に関係なく、当日の事案発生時に教育委員会事務局に報告する。

3 食物アレルギー対応の具体的取組

(1)食物アレルギー対応におけるポイン ト

・食物ア レルギーの対応については、①周知 (全保護者 )、 ②把握 と調査 (文書 と保

護者面談)、 ③管理 と対応 (個別対応計画の作成 と保護者面談で確認 と共通理解、

実際の対応)を確実に行 う。 (P21図 1を参照)

・対応時期は入学、転入、進級、進学、転出時に分けて行 う。

。小学校か ら中学校まで見通 しなが ら継続 して情報伝達ができるように行 う。

(2)食物ア レルギー対応の流れ と様式一覧表の活用

食物ア レルギーを有する児童生徒への対応を、小学校入学時から中学校まで継

続的に行 うために、食物アレルギー対応の流れ (P21図 1)と フローチャー ト(P22

～35)で順序を確認 しながら、様式集一覧の様式を使用 して、周知、把握 と調査、

管理 と対応を行 う。手続き完了時期の目安は、就学時健診、入学説明会等、対応

の始まる時期は、各学校により違いがあるが、4月 から円滑に対応できるよう手続

き終了の 目処は2月 末 とする。
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(3)保護者 との面談 時期 :2～ 3月 頃

保護者 との面談は、対象児童生徒の食物アレルギーに関する情報を詳細に把握

し、学校生活を安全に送るために行 う。また、保護者に給食提供の流れや学校 と

給食室の現状を理解 してもらい、協力を得る。管理職、養護教諭、栄養士、関係

職員が保護者 と面談を行 う。

【面談時必要様式】

学校における食物アレルギーに関する調査票 (様式 1-2)
学校生活管理指導表 (様式 2-2)
家庭における除去の程度一覧表 (様式 3)

保護者面談チェックリス ト(様式4-1)
食物アレルギー対応保護者面談記録票 (様式4-2)

① 食物アレルギーに関する調査票 。学校生活管理指導表に基づく確認

学校生活管理指導表などの提出書類を確認 しながら、下記の項 目について保

護者 と職員が情報を共有する。 (診断と重症度の確認をする)

※在校生は必要に応じて、面談を行 う。

② 保護者からの要望事項の聞き取 り

提出書類をもとに、保護者からの要望を下記の項 目について聞き取る。給食を

行 う上で選択できる余地がある場合に、保護者の要望を聞くことができるが、

対応は姑応の手引き 。医師の学校生活管理指導表や学校の基本的な考え方を超

えた りする要望には封応できないことを説明し、理解を得ることが重要である。

□除去食・代替食・弁当持参  □食物を使 う授業・活動

③ 食物アレルギー対応への説明のポイント

保護者から要望等を聞き取つた上で、自校の食物アレルギーヘの対応につい

て、丁寧にわかりやすく説明し、子どもの命と安全を第一に対応することを伝

える。

回本人の安心安全を第一に考えていること

□全ての職員で対応 していること   口本人への個別指導

□他の児童生徒への学級指導

(本人・保護者の了解の上、学級の児童生徒の理解 と協力を得る)

□弁当・一部弁碧持参時の取 り扱い  口給食費の返金

□原因食物

ロアナフィラキシー発症の有無

□かか りつけ医療機関、主治医

□緊急時の対応

口過去に経験 した具体的なアレルギー症状

□家庭での様子

ロエピペン①の所持の有無と保管場所

□緊急連絡先
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④ 自校の教育支援の状況や給食対応の説明

自校の教育支援の状況や給食対応の現状について丁寧に説明し、保護者の理

解を得る。

□現状の食物アレルギー対応

□個別対応計画

□自校の対応できる範囲やクラスでの対応

□給食の安全性を維持する対応

(4)学校生活管理指導表について

【留意事項】

・食物アレルギーを有する児童生徒については、給食対応の有無にかかわらず、

年 1回、医師の診断による学校生活管理指導表 (様式 2-2)の提出を求める。

(新入生は入学時、在校生は年度末に、翌年分の学校生活管理指導表の提出を

求める)

。年度途中に食物アレルギーを発症 した場合には、その時点で学校生活管理指

導表の提出を求める。

・学校生活管理指導表の内容については、教職員全体で共通理解 しておく。

・個人情報が記載されているので管理には十分注意する。

・学校生活管理指導表の取り扱いについて、保護者及び児童生徒に説明し、教職

員全員が共有することの同意を得ておく。

① 給食の提供については、学校生活管理指導表をもとに保護者と相談の上、家

庭の食生活の状況など、詳細な情報を収集 し、具体的な対応を決定する。

② 年度途中に学校生活管理指導表の内容について変更がある場合は、保護者よ

り再提出してもらう。

③ Π詩息、ア トピー性皮膚炎等により複数の診療科目を受診 している場合は、必

要に応 じて学校生活管理指導表を記入 して提出するよう保護者へ依頼する。

(5)学校生活上の配慮と管理について

① 校内取組プランの作成と留意点

学校では 「食物アレルギー対応委員会」 (管理職・該当学級担任・給食主任・

養護教諭・栄養士等)を設置する。委員会では、安全に学校生活ができるよう

協議 し、 3月 中に翌年度の食物アレルギーに関する対応の基本方針を決定し、

「校内取組プラン」を作成する。

【作成にあたつての留意点】

ア 給食の提供方法や給食室の施設設備の状況、調理員の配置、給食の提供数、

食物アレルギー児童生徒の状況等実態に応 じた給食対応の基本方針を検討 し、

作成する。
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イ 食物ア レルギーをもつ児童生徒の人数や医師の診断に基づ く「学校生活管理

指導表」をもとに、どのような対応が必要で可能であるか十分に検討 し、給食

での対応 (弁 当対応・除去食対応・代替食対応など)の基準を決定する。その際、

「食物ア レルギー対応の配慮事項」 (P5)を参考にする。

ウ 校内取組プランの内容 としては、次の事項を明記する。

(ア )食物アレルギーを有する児童生徒の状況

(イ )ア レルギー対応食を提供する基準 (箱囲)

(ウ )月 毎の献立やアレルギー対応についての決定の手順

(工 )日 常の食物アレルギー児童生徒への給食提供の手順 (給食室・教室)

(オ)緊急時の封応や校内体制

(力 )給食時以外の教育活動の対応

(キ )学級での食物アレルギーについての指導事項

②個別対応計画の作成と引き継ぎ

ア 食物アレルギー対応委員会では、「保護者面談記録票」(様式 4-2)及び医師

の診察や検査に基づく「学校生活管理指導表」 (様式 2-2)を もとに、対象と

なる児童生徒ごとに検討 し、個別対応計画の内容を決めて作成する。

<個別対応計画の作成の流れ >

対象者の把握 校内の食物アレルギー対応者を把握する。

▼

個別の内蓉把握・判定

(アセスメン ト)

学校生活管理指導表 (様式 2-2)や 家庭における除去の

程度一覧表 (様式 3)に基づいて、対象者の身体状況や原

因食物を把握・判定する。

十

計画 (プ ログラム)

各対象者 について実行可能な食物ア レルギー提供計画

(案)を食物ア レルギー対応委員会で協議 し、個別対応

計画を決定する。

対応の実施 計画に基づいて実施する。

姑応の評価

(モ ニタリング)

中

各対象者への計画実施上の問題点がなかったかを評価・

判定する。

▼

再度・イ固別の内容把握 再評価により計画、実施等を検討 し、修正する。

継続的な品質改善

(フ ィー ドバ ック)

|

修正 した計画の実施。 (次年度への引継ぎ)
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イ 決定した個別対応計画の内容については、校内において説明会や研修会を行

い、全教職員に周知・徹底する。なお、この内容については、保護者の了解を

得て、共通理解のもとに進める。

ウ 個別対応計画 (様式 5)の内容 としては、次の事項を明記する。

(ア )児童生徒の氏名・性別・生年月 日

(イ )原因食物 と症状について

(ウ )給食での対応 と配慮事項

(工 )日 常生活や行事等への参加時の配慮事項

(オ)かか りつけ医療機関と主治医

(力 )緊急時の対応 (症状の確認 と内服薬・エピペン①の使用について)

(キ )保護者連絡先 (自 宅 と保護者の携帯等 )

工 個別対応計画は、個々の体調 (症状)の変化にあわせて、随時、見直 しをしな

が ら修正を行っていく。また、進学する際については、進学先へ個別対応計画

を送付 して、学校間で引き継ぎを適正に行い、児童生徒が安全な学校生活が送

れるように確実な連携をする。

③エピペン①を処方 されている児童生徒の情報共有

ア 医師からエピペン①を処方 されている児童生徒が在籍 している場合は、事前

に保護者 と緊急時の対応やエピペン①の取 り扱い・保管場所 。かか りつけ医療

機関と主治医について確認する。

イ 教育萎員会に 「ア ドレナ リン自己注射薬 (エ ピペン①)所持情報提供書」 (様

式 8)を提出する。

ウ 年度途中で新規のエピペン①処方された児童生徒がいる場合は、その者Б度速や

かに報告する。

④保護者への依頼事項 (保護者が子 どもへ伝えておくこと等)

ア 保護者は、子 どもが食物アレルギー体質であることを十分に理解 させておく。

(食事制限が必要なこと等)

イ かか りつけ主治医からの指示内容を、子 どもの理解度に合わせて分か りやす

く説明してお く。

ウ 子 どもと一緒に 「給食献立表」等で確認 し、何が食べ られないかを子 どもヘ

話 しておく。

工 毎朝、子 どもと給食の対応について確認 してから登校 させる。

オ 学校で具合いが悪 くなつた時は、す ぐに学級担任等へ申し出るように伝えて

お く。

力 薬を学校へ持参 しなければならない場合は、その管理 と使用について、十分

に学校へ説明する。
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検内取組プラン例

【参考例】 食物アレルギー校内取組プラン

令和  年  月  日

○○学校 食物アレルギー対応委員会

1 目 的

食物アレルギーを有する児童が健康で安全に学校生活を送ることができるよう、全

職員で共通理解し、組織で対応し、円滑に確実に進めていく。

2 食物アレルギー対応児童

全校○○名  (○年 Oィ名 〇年○名 〇年○名 〇年①名 〇年○名 )

3内 容

(1)食物アレルギーを有する児童の対応

① 新入生

ア 移行学級で対象児童を把握し、入学前に個別面談 (保護者 。管理職・養護教諭・

栄養士等)を行い、学校生活管理指導表の確認、給食の提供方法、緊急時の対応

等について決定する。

イ 給食開始前に保護者・対象児童と学級担任・養護教諭 。栄養教諭等で実際の給

食の配膳方法等を確認する。 (令和  年  月  日)

② 在校生の食物アレルギーを有する児童

年度末に新年度分の 「学校生活管理指導表 (様式 2-2)」 の再提出を求め、これ

を基に個別対応計画を見直し、保護者に再確認 してもらう。

③ 学級担任の役害1

ア 学級担任は 「食物アレルギー児童名簿」「保健調査票」で対象者を確認する。

イ 給食開始前に学級担任は対象児童と給食の配膳時の手順や留意ッ黒、家庭から持

参した弁当等の保管方法・エピペン①の保管場所を確認する。
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校内取組プラン例

(2)給食の食物アレルギー対応の基本方針

① 安全を最優先して給食を提供することを原則とする。従って、個々の対応は「学

校生活管理指導表」に基づいて行 う。

② 給食室の設備及び調理員の配置、食物アレルギー児童数等の現状をふまえ、安

全に給食提供を行 うため、除去食、代替食の提供と弁当持参の対応を行 う。

③ 給食対応ができない児童については、上越市の方針、給食室施設の状況や実情

を説明し、弁当持参の対応を家庭に依頼する。

④ 除去食提供に当たつては、安全性確保のため、完全除去対応とする。

(3)献立の確認方法

① 栄養士は、翌月分の原因食物をチェックした献立表を各家庭に配付 し、対応を

確認 してもらう。

② 栄養士は、家庭から提出された献立表に追加・変更がある場合は、修正 し学級

担任・教務室・保健室に「決定版」として配付する。 (変更がある場合、保護者

にも「決定版」を配付する。 )

③ 給食室では必ず、「食物アレルギー対応当日チェックリス ト(様式 10)」 を用い

て確認する。

(4)食物アレルギーを有する児童への給食の提供と確認

【除去食、代替食提供】

① 除去食、代替食を提供する際は、食物アレルギー専用の食器に盛 り付け、ラン

プを掛け、「クラス氏名○○さん○○ (食品名)抜き」と明記したカー ドを付

け、学級のフゴンに載せる。

② 除去食、代替食の提供 日は教室でおかわりはしない。

③ 各学級では必ず、一番最初に食物アレルギー対応児童の給食を配膳 し、対象児

童 と学級担任が献立表と配膳された給食を見比べて間違いのないことを確認

する。

④ 当日の食物アレルギー対応表一覧は、各教室の学級担任の机の大きな引き出し

に保管する。

⑤ 学級担任が不在の場合は、必ず他の職員がこの対応表を確認する。
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【弁当持参 (一部も含む)】

① 弁当が必要な児童は家庭から持参する。

② 学級担任は弁当を朝学習前に確認 し、教務室の冷蔵庫または冷蔵庫上のカゴに

て保管する。

③ 保管する際は、冷蔵庫壁面のチェック表の対象児童の欄に○印を記入する。弁

当は給食準備中に学級担任または本人が教務室に取 りに来る。

④ 教務室にいる職員は名前を確認 し、チエック表を点検して弁当を渡す。

⑤ 児童には冷蔵庫を開けさせない。

(5)緊急時の対応

① 食物アレルギーを有する児童に誤つて原因食物が配膳 された場合は、直ちに給

食を中止 し、校長に報告する。 (安全確認後、給食再開)

② 食物アレルギーを有する児童が誤つて原因食物を食べてしまつた場合は、直ち

に給食を中止 し、救急体制をとる。 (応援の職員を呼び、校長・養護教諭 。栄養

士等を招集 し、対応に当たる)

③ 摂取量の多少や症状の有無に関わ らず直ちに対応する。

④ 緊急時は 「第 3章 食物アレルギー緊急時対応マニュアル」をもとに動 く。

⑤ 養護教諭は直ちに状況把握 。健康観察を行い、必要な救急処置を行 う。救急性

が高いと判断 された場合は校長の指示で救急車を手配 し、医療機関へ搬送する。

⑥ 学級担任は家庭へ連絡をとり、直ちに学校あるいは医療機関へ出向いてもらう

よう依頼する。

⑦ 校長は、全体の状況を把握 し対応を指示す ると共に、教育萎員会へ報告する。(事

故報告)

(6)食物アレルギーを有する児童の給食時以外の教育活動の対応

① 食品を扱 う場合 (家庭科 。生活科で調理する、図工 。生活科で食品容器を使 う

等)は、事前に食物アレルギーを発症する可能性について家庭と連絡をとり封

応を確認する。

② 校外学習等で弁当を持参する場合、友達とや りとりしない。

③ 修学旅行 。自然教室等、校外学習先で食事を摂る場合は、献立を予め示し、食

事の内容について保護者と対応を打ち合わせする。

④ 食事以外で日常生活上、配慮が必要な児童については、個々の支援体制をもと

に対応する。
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(7)学級での指導

① 食物アレルギーについて、発達段階に応 じて説明する。食べられない食品があ

るが、好き嫌いやわがままではないことを理解させる。 (差別や偏見 。いじめ

等の防止)

② 給食の準備は、食物アレルギーを有する児童の配膳を一番に行 う。学級全員で

協力 して安全に配膳できるよう協力を求める。

③ 食物アレルギーを有する児童と食物のや りとりをしないよう理解させる。

④ 食物アレルギーを有する児童が、食後に体調を崩した場合は、直ちに近くの

職員に知らせるよう指導する。

(8)給食費

① 弁当持参の児童は給食費を徴収しない。

② 主食、飲用牛乳を喫食 しない場合は、その分の給食費を返金する。 (医師の診

断のある者)

③ 該当の保護者に年度当初に丁寧に説明する。

④ 教職員の給食は、除去食や代替食は行わないため、給食費は全額徴収する。
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食物アレルギー文ご応の流れ 【図 1】

進級 。進学・転出時

配付 :様式 1-1「学校における倉物アレルギーに関する調査票」の提出について (依頼 )

様式 1-2学 校における食物アレルギーに関する調査票 (保護者記入用)

配付 :様式 11学 校生活管理指導表 (ア レルギー疾

患用)の提出について (依頼)

把握 :各関1系文書を配付し、提出してもらう。

様式2-1 学校生活管理指導表 (ア レルギー疾悪用)の提出について

(依頼 )

様式2-2学 校生活管理指導表 (ア レルギー疾患用)

様式3家庭における除去の程度一覧表

面談① :食物アレルギー文」応を保護者と詳冷Bに確認する。
※面談は跡要な場合のみとし、文書で確認できる場合は面談を省略

してもよい。

様式4-1 保護者面談チェックリス ト

様式4-2食 物アレルギー対応保護者面談記録票

作成 :校内取細プラン及びl固別対廠計画を作成し、
引継 :進級・進学・ 転出時には、以下の様式

を31継、情報の伝達を確実に行う。

様式 1-2学 校における食物アレルギ

ーに関する調査票 (保護者記

入用 )

様式2-2学 校生活管理指導表 (ア レル

ギー疾患用 )

様式 3  家庭における除去の程度一覧

表

様式4-2食 物アレルギー対応保護者面

談記録票

様式5  食物アレルギー個別対応計画

様式8 ア ドレすリン自己注射薬 (エピ

ペン)所持情報提供書

食物アレルギー文」応委員会で協議する。

様式5食 物アレルギー個別対廟計画

様式6学 校給Qにおける食物アレルギー対応者一覧表

面談② :食物アレルギー文」痴を保護者に説明し、確認する。
(事前に対応委員会で確認 しておく。)

※面談は跡要な場合のみとし、文詈で確認できる場合は面談を省路

してもよい。

様式7学校給食における食物アレルギー対応のお矢□らせ

確認 :教職員の共通理解と文す応内容を確認する。

様式6学校給命における0物アレルギー対応者一覧表

対応 :緊急時に支」応を行う。

様式 12学 校給食等の食物を起因とするアレルギー尭症報告雷

様式 13学 校給食等の食物以外の原因物蜜を起因とするアレルギー発症報告善

入学 。転入時区分

全員に周矢B文

善を配付し、周

矢m底 を図る。

食物アレルギ

ーを有すると

申し出があっ

た児童 。生徒を

対象に行う。

校内対廠及び

個別文す応計画

を作成し、保護

者と対慮を確

認し、継続的 |こ

管理を行う。

緊急事態に対

応する。

周
矢]

子巴
握
と
調
査

管
理
と
文」
応
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4 年度当初、毎月の対応手順・分担 (フ ロー図)

対応内容 時期

担 当

事 市

務 教

局 委

管

理

職

養

護

教

諭

担

任

栄

養

士

1.対応申請の確認

(1)入学に関する手続き

周

知

①

配

布

下記の書類を全保護者に配布 し、周知徹底を図

る。

・様式1-1「学校における食物アレルギー

に関する調査票」の提出について (依頼)

。様式1-2 学校における食物アレルギーに

閣する調杏車
`保

護者記入用)

2学期中 ● ●

把

握

と

調

査

②

把

握

食物アレルギーを有すると申し出があった場

合、必要な保護者に下記の書類を配布する。

・様式2-1 学校生活管理指導表 (ア レルギー

疾患用)の提出について (依頼)

。様式2-2 学校生活管理指導表 (ア レルギー

疾患用)

.任 十 o 申 廠

「

上 1`+ス R仝 土 ぉ 稗 店 _警 嘉

2学期か

ら2月 末

まで
0 0

③

面

談

１

食物アレルギー対応を保護者と詳細に確認す

る。

・様式4-1
・様式4-2
全ユ璽

保護者面談チェックリス ト

食物アレルギー対応保護者面談記

2学期か

ら次年度

給食開始

前まで

0 ● ● ●

管

理

と

対

応

④

作

成

校内取組プラン及び個別対応計画を作成 し、食

物アレルギー対応委員会で協議する。

・様式5 食物アレルギー個別対応計画

・様式6 学校給食における食物アレルギー対

代 著 ― 警 寿

2学期か

ら次年度

給食開始

前まで

● ● ● ●

⑤

面

談

２

食物アレルギー対応を保護者に説明し、確認す

る。 (事前に対応委員会で確認しておく。)

※面談は必要な場合のみとし、文書で確認でき

る場合は面談を省略してもよい。

様式7 学校給食における食物アレルギー対応

ハ 上ヽ ■日法■l

2学期か

ら次年度

給食開始

前まで

● ● 0 0

⑨

確

認

教職員の共通理解と対応内容を確認する。

・様式6 学校給食における食物アレルギー対

応者―畜表

2学期から次

年度給食F秀弓始

前まで

0 0 0 0 ●

⑦

対

応

緊急時に対応を行う。

様式12 学校給食等の食物を起因とするアレル

ギー発症報告書

様式13 学校給食等の食物以外の原因物質を起

因とするアレルギー発症報告書

随 時 0 ● ● 0 ●
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対応内容 時期

担 当

事 市

務 教

局 委

管

理

職

養

護

教

諭

担

任

栄

養

士

(2)次年度に向けた手続き

把

握

と

調

査

①

把

握

在校生の保護者に下記の書類を配布する。

・様式2-1 学校生活管理指導表 (ア レルギー

疾患用)の提出について (依頼)

・様式2-2 学校生活管理指導表 (ア レルギー

疾患用)

・様式3 家庭における除去の程度一覧表

2学期か

ら2月 末

まで

0 0

②

面

談

１

食物アレルギー対応を保護者と詳細に確認す

る。

※面談は必要な場合のみとし、文書で確認でき

る場合は面談を省略してもよい。

・様式4-1 保護者面談チェックリス ト

・様式4-2 食物アレルギー対応保護者面談記

全早 酉

2学期か

ら次年度

給食開始

前まで

0 ● 0 0

管

理

と

対

応

③

作

成

校内取組プラン及び個別対応計画を作成し、食

物アレルギー対応委員会で協議する。

・様式5 食物アレルギー個別対応計画

・様式6 学校給食における食物アレルギー対

応者一暫表

2学期か

ら次年度

給食開始

前まで

0 ● ● ●

①

面

談

２

食物アレルギー対応を保護者に説明し、確認す

る。 (事前に対応委員会で確認しておく。)

※面談は必要な場合のみとし、文書で確認でき

る場合は面談を省略してもよい。

様式7 学校給食における食物アレルギー対応

′
^ヤ

■ヽ日IX斗

2学期か

ら次年度

給食開始

前まで

● ● 0 0

⑤

確

認

教職員の共通理解と対応内容を確認する。

・様式6 学校給食における食物アレルギー対

応者一覧表

2学 期から

次年度給食

開タロ本前まで

● ● ● ● ●

⑥

対

応

緊急時に対応を行う。

様式12 学校給食等の食物を起因とするアレル

ギー発症報告書

様式13 学校給食等の食物以外の原因物質を起

因とするアレルギー発症報告書

随 時 ● ● 0 ● ●

手続き完了の目安 :就学時健診、入学説明会等、対応の始まる時期は、各学校により違いがある

が、 4月 から円滑に対応ができるよう手続き終了の目処は2月 末とする。
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対応内容 時期

担 当

市

教

委

事

務

局

管

理

職

養

護

教

諭

担

任

栄

養

士

(3)新規発症・診断及び転入に関する手続き

把

握

と

調

査

①

把

握

つ
　

　

　

一　

　

　

　

　

　

　

　

よ

”

ヽ
２．．

群

２． ２

制

翔

獅

る
。

者

合

式

用

式

疾

３

類

す

護

場

様

患

様

一

式

書

に

保

た

。

疾

・

ギ

様

の

う

随時 ● ●

②

面

談

１

己

す
　
　
　
　
談

蠅　　邪
麺

細

　
　
り

保

詳

　
　
ク

応

と

　

　

〕／
対

講
　
　
チェ
一

撚
　
　
醐
励

・対応　　購
鋤

ギ”
　
　
　
４．　
４．

ア
　
　

式

式

物

ｏ
様

様

酉

食

る
　
。

・

算

随時 ● ● 0 0

ま

の
　
　
　
　
指
　
　
　
　
を

な

込

間

　

　

で

　

　

類

は

見

の

　

　

頭

　

本
塁

尋

が

面

　

　

口

　

場

た

ゴ

と

当

　

　

・

定

の

し

表

フ」

ヽ

ｏ
　

面

決

入

成

導

定

る

え

う

　

圭
『
を

編

作

指

決

合

応

す

ま

行

　

りヽ

策

の

が

理

を

場

対

要

踏

を

　

か

対

ら

師

管

策

い

当

を

を

応

　

師

に

か

医

活

対

な

弁

間

例

対

　

医

基

外

の

生

に

き

ヽ

時

の

に

合

ヽ
を

海

域

校

基

で

間

に

下

切

場

に

容

・

地

学

を

認

の

類

以

適

の

時

内

入

。

Ｆ

容

確

で

書

ヽ

ヽ
い

診

の

転

国

ば

内

が

ま

出

は

し

疑

受

そ

の

の

れ

の

示

る

提

に

定

症

関

ヽ
ら

地

い

そ

指

き

が

合

決

発

機

け

か

所

て

ヽ
の

で

者

場

を

規

療

受

市

住

し

も

師

認

護

る

策

新

医

を

他

前

参

て

医

確

保

れ

対

・

一不

・

持

く

。

随時 ● ● ● 0

管

理

と

対

応

③

作

成

食

　

　

　

対

組

ル

５

６

旨

取

レ

式

式

一

内

ア

様

様

者

校

物
　
・

・

応

随時 0 ● 0 0

④

面

談

２

しヽ確認すおく。＞鮮　レギ・対応

ア

く

談

合

６

櫛

物

ｏ
面

場

式

な

食

る

※

る

様

（

随時 0 ● ● ●
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対応内容 時期

担 当

事 市

務 教

局 委

管

理

職

養

護

教

諭

担

任

栄

養

士

管

理

と

対

応

⑤

確

認

教職員の共通理解と対応内容を確認する。

・様式6 学校給食における食物アレルギー対

応者一覧表

随時 0 0 ● 0 0

⑥

対

応

緊急時に対応を行う。

様式12 学校給食等の食物を起因とするアレル

ギー発症報告書

様式13 学校給食等の食物以外の原因物質を起

因とするアレルギー発症報告書

随時 ● 0 0 ● 0

(4)そ の他

引

継

児童・生徒が転出する場合は、以下の様式を引

継、情報の伝達を確実に行う。

・様式1-2 学校における食物アレルギーに

関する調査票 (保護者記入用)

。様式2-2 学校生活管理指導表 (ア レルギー

疾患用)

。様式3 家庭における除去の程度一覧表

・様式4-2 食物アレルギー対応保護者面談記

録票

。様式5 食物アレルギー個別対応計画

・様式8 ア ドレナリン自己注射薬 (エ ピペ

ン)所持情報提供書

随時 ● 0 ● ●

そ

の

他

教育委員会は、市ホームページに食物アレル

ギー対応に関する資料や様式を掲載する。
●

小学校は幼稚園・保育園と、中学校は小学校

と、必要に応じて連携を図る。
0 ● 0 ●

学校は、主治医、学校医、医療機関と、必要に

応じて連携を図る。
● 0 0

2.個別面談、面談記録票・校内取組プラン及び個別対応計画の作成

(1)保護者への配布書類の記入について

①

様式2-2 学校生活管理指導表 (ア レルギー疾

患用)は 医師が記入し、保護者は同意欄に署名

する。

②
面談後、保護者は様式4-2 食物アレルギー対

応保護者面談記録票の同意欄に署名する。

(2)学校は、管理職、栄養士、養護教諭、学級担任

が参加 し、保護者と面談を実施する。

校長は、上記教職員全員の参加が難 しい場合、参加者

を決定する。

なお、保護者から希望がある場合は、その都度対応に

ついて検討し、結果を様式4-2 食物アレルギー対応

保護者面談記録票に記録する。

● ● ● ●
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対応内容 時期

担 当

事 市

務 教

局 委

管

理

職

養

護

教

諭

担

任

栄

養

士

(3)面談において、様式1-2 学校における食物ア

レルギーに関する調査票 (保護者記入用)、 様式2-2

学校生活管理指導表 (ア レルギー疾患用)、 様式3家庭

における除去の程度一覧表の記載内容を確認する。

● ● ● 0

(4)面談においては様式4-1 保護者面談チェック

リス トを活用 し、確認漏れがないように留意する。ま

た、確認内容は様式4-2 食物アレルギー対応保護者

面談記録票に記入する。

● ● 0 0

(5)保護者との信頼関係を築く場とする。 0 ● 0 0

対応実施の決定

校長は、総括責任者として、対応を最終決定する。 ●

3.対応内容の把握

(1)教育委員会事務局は、学校からの報告・相談を

受け、内容を確認・把握 し、対応決定のための環境整

備や指導を行う。

1～ 3月

及び

随時

0

(2)教育委員会事務局は、各校において適切なアレ

ルギー対応を実施するために、医師会との連携により

日常的な相談と管理指導表の適正化に向けた体制を整

備する。

●

4.最終調整と情報の共有

(1)対応児童・生徒のいる学級は、下記の書類を保

健室、職員室等、所定の場所に保管する。原本は、鍵

のかかる場所に保管する。

・様式1-2 学校における食物アレルギーに関する調

査票 (保護者記入用)

・様式2-2 学校生活管理指導表 (ア レルギー疾患

用)

。様式3 家庭における除去の程度一覧表

。様式4-2 食物アレルギー対応保護者面談記録票

・様式5 食物アレルギー個別対応計画

給食開

始前ま

で及び

随時

● 0 ● ●

(2)学校は、アレルギー対応状況を、下記の書類に

より教育委員会事務局に報告する。

・様式6 学校給食における食物アレルギー対応者一覧

表

転出入、除去解除等により対応の変更があつた場合に

は、その都度報告する。

随 時 ● ●

(3)教育委員会事務局は、学校から送付された書類

を集約 し、各校の対応内容を把握する。
●
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対応内容 時期

担 当

市

教

委

事

務

局

管

理

職

養

護

教

諭

担

任

栄

養

士

5.対応の開始

(1)学校は、食物アレルギー対応に配慮 した献立を

作成・決定 し、関係する教職員で給食に関する情報を

共有する。安全性の確保のため、原因食物の完全除去

対応 (離するかしなヽヽぬヽ)を原貝lと す乙Ω安全な給

食提供が困難な場合には、弁当対応を考慮する。

・使用する頻度を検討する必要がある食物

ア)特に重篤度の高い原因食物 :そ ば、落花生(ピー

ナッツ)等、なお、そば、落花生 (ピ ーナッツ)、 力

シューナッツ、くるみは使用 しない。

学校給食での提供を極力減らす。使用する際は、使用

するねらいを明確にし、使用 していることが明確な料

理や料理名とする。

イ)特に発症数の多い原因食物 :卵、乳、小麦、え

び、かに、キウイ、アーモンド

次のように提供方法等を工夫する。提供する際は、使

用するねらいを明確にし、使用 していることが明確な

料理や料理名とする。

a可能な限り、1回の給食で複数の料理に同じ原因食

物を使用 しないように配慮する。同じ原因物質の

使用は最小限とし、対応を単純化する。

b同 じ原因食物を使用する日を週単位で検討し、一

週間の中にその原因食物が使用されない日を作る

など考慮する。

c加工食品は、できる限り原因食物が使用されてい

ない食品を選定する。

ウ)そ の他、対応申請のあった食物

学校の実情や児童生徒の実態に応じて、対応を検討す

る。

・調味料・だし'添加物

食物アレルギーの原因食物に関連するものであっても

症状誘発の原因となりにくい調味料・だし,添加物

(参考資料P8)に ついては、基本的に除去する必要が

ない。■こ■こと、くミネー父、半てヽケチヤップ、オイ

スターソースは除去対象とする。

乳・乳製品 カ レー、 ハヤシライス、 こ― トソース

には使用 しないぃ

0
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対応内容 時期

担 当

事 市

務 教

局 委

管

理

職

養

護

教

諭

担

任

栄

養

士

(2)原材料表について

・学校は、原材料について栄養士が確認した後、調理

員が再確認する。
●

・原材料表は、栄養士が定期的に確認し、変更があっ

た場合は、至急、新 しい原材料表の添付または送付を

給食食材納品事業者に依頼する。

●

6.毎月の対応

(1)栄養士は、翌月分の食物アレルギー食品を

チェックした献立表を各家庭に配布 し、対応を確認し

てもらう。

前月中 0

(2)栄養士は＼家庭から提出された「追加・変更等

確認済みの献立表」を学級担任・教務室・保健室に

「決定版」として配布する。 (変更がある場合、保護

者にも「決定版」を配布する。)

前月中 ●

7.食物アレルギーを有する児童生徒への給食の提供と確認

・給食室では必ず、「食物アレルギー対応当日チェッ

クリス ト (様式 10)を 用いて確認する。
0

(1)給食室での配膳

・学校は、対応のある日は原則として、給食室で 1人

分の給食をすべてセットする。
●

・除去食、代替食を提供する際は、食物アレルギー専

用の食器に盛り付け、ラップを掛け、「クラス氏名○

○さん○○ (食品名)抜き」と明記した対応カードを

付け、 トレイに載せる。

0

・給食室のスペース・対象児童生徒の状況により対応

が困難な場合は、担任 (補教を含む)の監督下で、最

初に配膳 し、対応食以外を教室で配膳する。
0 ● ●

・対応のない日は、担任 (補教を合む)の監督下で、

教室で最初に配膳する。
●

(2)喫食前の確認等

・小学校は、 1食分そろった給食を該当児童 と一緒

に、「対応一覧表」・「対応カー ド」を照らし合わ

せ、児童のアレルギー対応が間違いないか確認 してか

ら、「いただきます」を行 う。

●

・アレルギー対応のある日は、教室でおかわ りはしな

い 。

● ●

・中学校は、喫食前に、生徒本人に確認の徹底を指導

する。教職員による目視・声掛けなど補助的な確認を

イ子う。

●

当 日の合物 ア レルギー対 代寿 ― 警 l士  客掛 室 の学綿

担任の机に保管する。
0

・学級担任が不在の場合は、必ず他の職員が対応表を

確認する。                _
● ● 0 0
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対応内容 時期

担 当

事 市

務 教

局 委

管

理

職

養

護

教

諭

担

任

栄

養

士

8.緊急対応

(1)学校は、万が一発症 した場合の体制を整えてお

く。 (⇒ 第 3章 緊急時の対応)

0 ● 0 0

(2)学校は、緊急時は、状態把握、応急処置、救急

要請、教育委員会事務局連絡等、役割分担に沿って適

切に対処する。対応内容については、追って教育委員

会事務局へ報告する。

(→第 3章 緊急時の対応)

● 0 ● ●

(3)学校は、面談時に、対応の評価 と見直 しを行 う。 0 ● 0 0

9.除去解除申請

学校は、保護者からアレルギー対応解除の希望があっ

た場合、様式9 給食における食物アレルギー対応食解

除 (届 )を配布 し、学校へ提出するよう伝える。

随時 ● 0 ● ●

10。 ヒヤ リ・ハット事例の検証・報告・分析

(1)学校は、ヒヤリ・ハット事例が発生した場合に

は、学校内でそれらの情報を共有し、食物アレルギー

対応委員会において検証し、対策を検討する。

随 時

0 ● ● ●

(2)学校は、すべてのヒヤリ・ハット事例を、教育

委員会事務局に報告する。 (様式14)
0

(3)教育委員会事務局は、ヒヤリ・ハット事例を分

析 し、学校へ周知する。
●

(4)教育委員会事務局は、管理指導表及びガイドラ

イン等に関する研修の機会を設ける。
●

(5)教育委員会事務局は、根本的な事故防止策とし

て、学校給食提供環境の整備について検討していく。 ●
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5 毎 日の対応手順 。分担 (フ ロー図)

通常のアレルギー対応 通常の対応

日

○前日までに行 う対応

④

不測の場合のアレルギー対応 :
!

不測の場合の対応r

l

l

――――――――――レ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

▼

|

⑤

○当日の対応

原材料の確認

弁当及び代替
品の確認

⑥
調 理

―
―

―

―

―

▼

⑥

⑦

打合せ

対 応 カー ドの作成

※当日対応のあるアレ

ルギー専用 トレイを使

用する児童生徒のみ

動線図の作成

作業工程表の作成
日々の献立について,ア レルギー対応を含めた作業工程表・動線図を

作成,確認する。

量星ξち:]台 li岳
::歯占Fヨ魯どとを告,,Cg::身芽

対応献立表を基に,除去食等の武応内容を確認し,

対応カードを作成する。
対応カードの記入ミス防止のために,記入者とは

別の担当者による記入内容の確認及び対応献立表

給食日誌,対応献立表,作業工程表,動線図,対応カー ドによ

り十分な打合せを行う。
対応食担当者のみでなく調理従事者全体で,調理ミスや意図し

ない原因食物の混入が起きないよう,作業手順,担当者名,使
用する器具,調理場所等を確認する。

アレルギー専用 トレイを使用する児
童生徒の当日のアレルギー対応につ
いて,対応献立表により確認する。

納品された食材 る

。発注した食材であるか。
・加工食品等の原材料表が事前に取り寄せた内容と同じ力ち

食物アレルギー対応当日のチェックリストの点検欄に
チェックする。

―
‥
▼

当日のアレルギー調理担当者は,作業工程表と動線図に基づき

食材の取り分けなどの調理工程を複数の人で確認し調理する。
また,食材を取り違えないように注意する。

対 応 内容 の確認

※アレルギー専用 トレ

イを使用する児童生徒
のみ
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保 護 者

アレルギー専用 トレイを使用する児童生徒は,

毎朝,対応献立表により除去食等の対応内容
を確認する。

家庭からの持参
が必要な場合は
用意し,指導す
る。

アレルギー専用 トレイを使用
する児童生徒の当日のアレル
ギー対応について,対応献立
表により確認する。

弁当及び代誉品の持参につ
いて確認する。

弁当及び代替品を学校
に持参する。

日

O前 日までに行 う対応

④

○当日の対応

⑤ 対応 内容 の確認

※アレルギー専用 トレ

イを使用する児童生徒
のみ

⑦
弁当及び代誉
品の確認

③

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

▼

―

―

―

―

―

マ

⑥

作業工程表の作成

動線図の作成

対 応 カ ー ドの 作 成

※当 日紺応のある イレ

ルギ 中)ヽ トレイを l吏

用す る児童生徒のみ

打合せ

原材料の確認

弁当及び代答品を受け取り,

専用の場所で保管する。

盆森奪?そ行慕】壇潔をお客。

F用理
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保存食

①

◎

⑩

①

⑮

⑩

配食及び確認

教室での確認

―
―

―

―

―

―

―

▼

対応食を
ワゴン車で

届ける場合

直接手渡す

当日
対応あり

当日
対応なし

状況に応じて教室を巡
回し,児童生徒の喫食
状況を確認する。

駆響身ミ概恵場懇倉i蕨手擢詠子を

`レ

ギー対応について不明な点 ヽ

ヽ ′

|~

対応カー ド
ヘの貼付

給食の提供

教室での配膳

対応食についても,衛生管理基準に基づき保存食を取り分け保

存する。家庭からの持参品の保存は不要とする。

調理担当者は,調理終了後対応献立表記
=比

の内容で調理できて

いるか確認し,食物アレルギー対応当日のチェックリストの点

検欄にチェックする。

慇奪寒単
=禁
耳元を建鳥t芝衛毯々帯ι穿僣醤書望写を負レ年繋

娑ビ,歩争すギ伝察蓋鳥信写と9歩余像電笞と喜羅摯C声晶饗欄
年百姦よ竣蓉息:要妥形多言9研弩驀習吾

担当と盛付担当を男HIこ

ラップまたは中身の見えるふたをし,そ の上に対応カー ドを貼
る

―

―

▼

Ｉ
Ｉ
Ｉ
▼

Ｉ
Ｉ
Ｉ
▼

§写1畠ζ忌そF専量ぞζ長2と毒樟ヨ堡ミ手舞言竃三ζ書
意する。

トレイにのっている対応食及び対応食器を,対応献立表

により確認し、食物アレルギーチェックリストの′点検欄

にチュックする。

ワゴン車にのせて教室へ運ぶ。

調理の確認

給食室での最終確認

教室を巡回し,

汁応献立表に
より,配膳状
況や枝内の食
物アレルギー

対応を確認し
,

誤食・誤配が
ないよう配慮
する。

管理職が不在
となる場合に
は,校長が事
前に指名した
担当者が確認
する。
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アレルギー対
応児童生徒の

配膳は最初に
する。
該当児童生徒
の重症度に
よって,配膳
時に配慮する。

該当児童生徒
が対応食等以
外の給食を食
べそうなこと
に気づいたら,

注意をし,担
任に知らせる。

保存食

調理の確認

配食及び確認

給食室での最終確認

教室での確認

⑨

⑩

教
室

で
保
管

す

る
場

①

⑬

④

―
―

―

―

―

―

―

▼

弁
当
持
参

代

替

品

持

参

―

―

―

―

―

―

ヤ

一
食

盛
り

⑭

⑮

り

当

日
対
応
な

し

への貼付

の

弁当及び代替品を持参
いる場合は,机上に用
る。

して
意す

直接手渡す

場合

対応食を受け取る。対応食を受け取る。

アレルギー対応
児童生徒の配膳
を最初にする。

酉己

膳

3a争三宮ξζョgζ;:i
か確認する。

家庭からの持参品も含
めて 1食分そろった給
食を担任と一緒に,紺
応カー ドと対応献立表
を照らし合わせ対応が

間違いないか確認する。

「いただきます」を行
うまで,対応カー ドは
はずさない。

アレルギー対応児童生徒の配膳
を最初にする。

該当児童生徒
ては,配膳に
配慮する。

の重症度によつ

関わ らないよう

給食の提供

教室での配Л善
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⑦

対応が変更になる場合

r再ぼ顔

… …
1

:         !
1         '

―
―

―

▼

アレルギー対応 日

はおかわり禁止

対応カー ドの確認

「いただきますJを
する

を
誤
に
る
す

容

，配
す
示

内
し
誤
慮
指

更
認

・
配
う

。

変
確
食
も
よ
る

ヽ

r
ヽ

:

,

i

!

I

I

I

I

I

:

|

,

納品された食品が,予定と異なり除去対象食品を含ル

でいる場合,ま たは調理ミスが起きたナ場合は,速やか

に対応を検討する。

中 山 由 ― ― ― ― 瀬 ― 山 フ
変更内容に基づき作業を行う

変更した内容を確認し,速やかに

保護者に連絡する。

指示

―r

i

l

報告

>!

i

I

E

′

指示   ′
―――……Ⅲ

I

と ― ― … ― … … … 、

ヽ

1

:

′
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対 応 内る該 当 児童・ 生 徒 周!囲 の児重・生徒保 護 者

対応カー ドの1在認

対応が変更になる場合

r再斥経

口 ~L

I         I
I         B

「いただきます」を

〕
~る

アレルギー対応日

はおかわりの禁止

↓
O

⑩

「いただきますJを行い,食べ始める。
該当児童生徒の重症度によつて,喫食時に配
慮する。

アレルギー対応日は
おかわり禁上とする。

′

l

変更した内容を 1

確認する。   |
→ l           l

変更した内容を と
レ1確認する。   |
1        1

,一
― ― ― ―

漂 藝 咎
―

_____

r

「いただきます」を行い
,

カー ドを外す。

アレルギー対応日はお
かわり禁上とする。

釜尋ふた完奎た篭議学'

る。

′

―

―

、

___連艇

一一

ヽ

ｌ

ｌ

′
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6 除去の解除について

医師の指導のもと、経口負荷試験を行つて症状が出ないことが確認され摂取可能に

なつた場合や、既往歴があり長期間未摂取であつたものが複数回の家庭での飲食にお

いて症状が誘発されないことが確認できた場合など、医師から食物除去解除の許可が

あつたときは、保護者からの除去解除の申請を受け、以下の手順で解除する。

(1)保護者は、アレルギー対応解除の申し出を学校に行 う。

(2)学校は、「除去解除申請書」 (様式 9)を保護者へ渡す。

(3)保護者が申請書を記入し、学校へ提出する。

(4)学校は、保護者 との面談等により、医師の指導内容や家庭における原因食物の

摂取状況等を把握 。確認し、対応萎員会で対応を検討 。決定する。

(5)学校は、学校記載欄に決定した対応等を記入のうえ、写しを保護者へ渡す。

(6)学校は、原本を管理指導表と一緒に保管し、写しを教育総務課へ送付する。

-85-



第 3章 緊急時の対応 (学校・教育委員会)

1 学校における緊急時の対応

(1)ア レルギー疾忠の既往がある場合について

ア 毎月の対応手順・分担 (P22・ P29)の とお り、複数の教職員で対応する。

イ 個別対応計画 (様式 5の裏)にそつて対応を行 う。

(2)ア レルギー疾忠の既往がない、または,管理指導表 (様式 2-1)の提出がない

場合について

ア 毎月の射応手順 。分担 (P25・ P29)の とお り、複数の教職員で対応する。

イ 食物ア レルギー緊急時対応マニュアル (東京都資料)を使用する。不測時に封応

できるよう、緊急対応ファイルにまとめ、全学級の所定の場所で保管する。

2 エ ピペン⑮注射について

(1)個別対応計画の内蓉に即 して教職員がエピペン①注射を行 う場合は、医師法違反

とはならない。

(2)個別対応計画の内容に即 して教職員がエピペン①注射を行つた後の対応について

は、上越市教育委員会が全面的に責任を持つ。

(3)医療機関受診時は、職員が必ず同行する。

3 教育委員会事務局における緊急時の対応について

「食物アレルギー事故・アナフィラキシー発症時の教育委員会における対応 (資料 1)」

のとおりとする。

4 食物ア レルギー対応等に係 る報告について

緊急時は,児童・生徒の対応を最優先 させた うえで、事後対応 として 「学校給食等

を起因とする食物ア レルギー発症報告書」 (様式 12ま たは 13)の とお り学校教育

課へ報告する。

5 施設間の連携について

放課後児童クラブにおいて、アレルギー症状を発症する事態が発生 した場合には、

当該施設スタッフのほか、学校教職員も応援に当たること。
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申

ー

申

【
】
中

アレルギ‐―

癌状れ|あ
―
る.

(食物の1関―等|が
|

1疑われる〉

療1困食秘|を

食べた|

(可能性を―會む)

原因食物に

触|れた

(可能 l生を含む)

発見者が行うこと

① 子供から目を離さない、ひとりにしない

② 助けを呼び、人を集める

③ エピベンCと内B風薬を持つてくるよう指示する

恙
緊急I隆が高いアレルギー疲1犬 1まあるか?

5分以内に判断する

全身の症状
・意識がない
。意識もうろう
。ぐったり
。尿や便を漏らす
。脈が触れにくい
。唇や爪が青白い

消化器の症状
・腹痛
。吐き気 。おう吐

・下痢

― ― ― ― ― ― ― ,■

顔面・ 目 。口・鼻の症状
・顔面の腫れ
。日のかゆみや充血、ま忠iたのB重れ

・くしゃみ、鼻水、鼻づまり
。日の中の違和感、唇の腫れ

黙 繰

アレルギー症状

呼吸器の症状
・声がかすれる
。犬が吠えるような咳

・のどや胸が締め付けられる
。咳
・息がしにくい
。ゼーゼー、ヒューヒュー

皮膚の症状
・かゆみ

・じんま疹
・赤くなる

内服薬を飲ませる

鯵
保健室または、安静に

できる場所へ移動する

鱒
1 5分ことに症状を観察し

症状チエツクシートに従い

判断し、対応する

。.緊急性の高いアレルギー症

状の出現には特に注意する

↓あ る

◆

① ただちにエピベン●を使用する

② 数急車を要請する(119番通報)

③ その場で安静にする

④ その場で救急隊を待つ

③ 可能なら内服薬を飲ませる

I エビベン
Ⅲが2本以上ある;o≦

!|1主 :||1圭 (||=|■・■.:・～

触゙鮨よ
′闘編継二を行う

エピベン0を使用し10～

15分後に症状の改善が

見られない場合、次のエビ

ベンeを使用する

/
反応がなく

呼吸がない
ノ
ヽ

~

施設肉での慢審」分麹

緊急性の判断と対応 B‐1参照

緊急性の判断と女ヽす応 B‐2参照

エピベン
｀
の使もヽ海

心遍市蘇生とAEDの手順 エピベン
Tの

使い熔 症状チェックシート
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□ 現場に到着次第、リーダ中となる

□ それぞれの役割の確認および指示

□ エピベン⑥の使用または介助

□ 心肺蘇生やAEDの使用

管チ鍵・監督著 (園長・校長など )

◆善々の役喜u分担を確認し事赫にシミュレーシヨンを行う

ф ― ― ― ― ― B― ■

８

１

ｅ

ｔ

ｅ

ｔ

ａ

ｔ

ａ

ｔ

ａ

ｔ

Ｂ

８

８

１

８

８

８

８

８

と

こ

と

―

―

ｌ

ｅ

ｅ

お
い

□ 子供から離れす観察

□ 助けを暉び、人を集める (大声または,他の子供に犀ぴに行かせる )

□ 教員・職員 A、 Bに 「準備」「連絡」を依頼

□ 管理者が到着するまでリーダー代行となる

国 エピペン°の使用または介助

□ 薬の内服介助

囲 心肺蘇生やAEDの使用

回―敷急車を要請する (119番還報)

□ 保護者への連絡

回 さらに人を集める (校内放送 )

回
―
管理者を呼ぶ

□「食物アレルギー緊急時対応マニユアル」

を持つてくる

ロ エピベンΘの準備

□ AEDの準備

国 内服薬の準備

ロ エビベン°の使用または介助

□ 心肺蘇生やA―層Dの使用―

□ 他の子供への対応

□ 救急車の誘導

ロ エビペン①の使用または介助

□ fh肺蘇生やAEDの使用

□ 観察を開始した時刻を記録

ロ エビペン°を使用した時刻を記録

□ 内服薬を飲んだ時亥Jを記録

□ 5分ことに症状を記録

発見香 「観察彗

教員。職員 A「準備重 教員・職員 B r連絡」

教員・職員 G TttE録」 教員・職員 0～F「その他」
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Ｄ
Ｅ 緊急性の判断と対応

◆アレルギー痩状があつたら5分以内に判断する !

◆迷つたらエピベン°を華丁つ !ただちに119番通報をする と

【全身の症状】
口 ぐったり

□ 意識もうろう

□ 尿や便を漏らす

□ 脈が触れにくいまたは不規則

□唇や爪が脅自い

【呼
.し

段器の症状】     【消化器の症状】
□ のどや胸が締め付けられる  □ 持続する強い (がまんできない)

□ 声がかすれる         お腹の痛み

回 犬が口犬えるような咳    回 繰り返し吐き続ける

□ 息がしにくい.

回 持続する強しⅢ咳き込み

回 ゼーゼーする呼吸

(ぜん息発作と区別できない場合を含む)

酪日1緊急!睦が高いアレルギー療状

1つでもあて|ままる

エピベン
⇔
の使い方

① ただちに五ピベンCを
使用する!

韓

②救急車を要講する(119番通報)

幹

③ その場で安静にする(下記の体位を参照)

立たせたり、歩かせたりしない !

④ その場で数急隊を待つ

⑤ 可能なら内B震薬を飲ませる

◆エピベン⑥を使用し10～ 15分後に症状の改善が見られない場合は、次の

エピベン°
を使用する(2本以上ある場合 )

◆ 反応がなく、呼吸がなければ心肺蘇生を行う →

ぐったり、意識もうろうの場合

血圧が低下している可能性が

あるため仰向けで足を15-30cm

高くする

安静を保つ体位

吐き気、おう吐がある場合

おう吐物による窒息を防ぐため、

体と顔を横に向ける

呼吸が苦しく仰
―
向けになれない場合

Π乎吸を築にするため、上半身を

起こし後ろに寄りかからせる

総 織懇騨鶴幹ぷイン洋

心肺蘇生とAEDの手1霞

出市2緊隷1陰が自いアレルギー獲状への対応 内服薬を飲ませる

竣
保健室または、安静

できる場所へ移動す

1簸|
1 5分ことに症状を観察し症状チェッ
ー クシートに従い学」断し、対応する  |―
 緊急性の高いアレルギー症状の |

出現には特に注意する

症状チェックシー ト
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◆それぞれの動作を声に出し、確認しながら行う

ケースのカパーキヤップを開け

エピベン
①
を取り出す

① ケースから取り出す

介助者は、子供の太ももの付け根と膝を

しっかり抑え、動かないように固定する

介量力者がいる場合

オレンジ色のニー ドルカパーを

下に向|け、利き手で持つ

“ダー
カ

で握る !

② しつかり握る

青い安全キャップを外す

① 安全キャップを外す
・ 衣類の上から、打つことができる

・ 太ももの付け根と膝の中央部で、かつ

真ん中 (④)よりやや外根Jに注射する

仰向けの場合

座位の場合

注疑する部位

太ももの夕1側1こ、エビベン
eの

先端

(オ レンジ色の書B分)を軽くあて、

“カチッ"と音がするまで強く押し

あてそのまま 5つ数える

注射 した後すぐに抜かない 1

押しつ 1す たまま5つ数える !

① 太ももに注射する

エビベン
Gを

太ももから離しオレ

ンジ色のニー ドルカパーが伸び

ているか確認する

伸びていない場合 1よ「④に戻る」使用前

③ 確認する

打つた部位を10秒間、

マッサージする

ツ

⑥ マッサージする

-90-



‰ 鮎に観Ⅷ 甥鵜Ⅷ陰Ⅷ譲飴期ヽⅥ許

◆あわてす、ゆつくり、正確に情報を伝える

①救急であることを伝える

②救急車に来てほしい住所を伝える

Ⅲ

③「いつ、だれが、どうして、現在どのよう

な状態なのか」をわかる範囲で伝える

工ぜペン①の処落や玉ピベンeの
使用の

奄無を伝える

④通報している人の氏名と連絡先を伝える

再穏9番遵報後も連絡可能な電話番号をほえる

※向かつている救急隊から、その後の状態確認等のため電話がかかつてくることがある

・ 通報時に伝えた連絡先の電話は、常につながるようにしておく

。その際、敷急隊が到着するまでの応急手当の方法などを必要に応じて聞く

119番、

火事ですか?

救急ですか?

救急です。

住所、施設名をあらかじめ記載 しておく
住所はどこですか?

○丁目○番○号

○○保育園

(幼稚園、学校名)で

(市町村)○町

どうしましたか?

5歳の園児が

給食を食べたあ

呼ι段が苦しいと

言つています。

と、

連絡先を教えてください
あなたの名前と

私の名前は

OX□美です。

電話番号は…・
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心肺蘇生とAEDの手順

◆強く、速く、絶え関ない愚衛骨圧追を !

◆敷急隊に引き継ぐまで、または子供に普段通りの呼吸や目的のある

仕草が認められるまで心膀蘇生を続 Iす る
【胸骨圧迫のポイント】

反応がない

普段通りのⅡ乎吸をしていない

EE適位置

◎強く(胸の厚さの約1/3)

◎速く(少なくとも100回 /分 )

◎絶え間なく(中断を最小限にする)

◎圧迫する位置は「胸の真ん中」

【人工呼吸のポイント】

患を吹きこむ際

◎約1秒かけて

◎胸の上がりが見える程度

【AED装着のポイント】

◎電種パッドを貼り付ける時も、

できるだけ胸骨圧迫を継続する

◎電極パッドを貼る位置が汗など

で濡れていたらタオル等でふき

取る

◎6歳 くらいまでは小児用電極

パッドを貼る。なければ成人用

電極パッドで代用する

【心電図解析のポイント】

③心電図解析中は、子供

に触れないように同国

に声をかける

【ショックのポイント】

※普段通りの呼日及をしている

ようなら、観察を続けながら

救急隊の到着を待つ

離れて下さしヽぃ

◎誰も子供に触れていない

ことを確認したら、点滅

しているショックボタン

を押す

10秒以内で胸とお腹の動きを見る

③E評吸の確認

肩を叩いて大声で呼びかける

乳幼児で1よ足の裏をEBいて呼びかける

①反応の確認

119番通報とAEDの手配を頼む

②通報

38:2
ただちにB懲骨圧迫を開始する

人工呼級の準備ができ次第.可能なら人工呼吸を行う

電源ボタンを押す

パッドを貼り、AEDの自動解析に従う

④必す胸骨圧迫 !可能なら人工呼吸 !

⑤AEDのメッセージに従う

離れて下さい。
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症状チェックンー ト

◆疲状は急激に変他することがあるため、5分ことに、注意深く症状を観察する

◆ の療状が1つでもあて1ま まる場合、三ピベン
リ
を使用する

鶴 賊桑を飲んだ後奪こ玉ピペン
ω
を1費用しても閣題組 )ヽ

観察を開始した時刻(  時  分)内 服 した時刻 ( 時  n) エピベン
①
を使用した時刻(  唯__盆)

全身の

□ ぐったり
□ 意識もうろう
□ 尿や便を漏らす
□ 脈が触れにくいまたは不規則
□ 昏や爪が青自tヽ

症状

呼吸器
の症状

,肖化器
の症状

□ のどや胸が締め付けられる
□ 声がかすれる
□ 犬が吠えるような咳
回 息がしにくい
□ 持続する強い咳き込み
ロ ゼーゼーする呼吸

□ 持続する強い (がまんできない)

お日夏の痛み
□ 繰り返し吐き続ける

□ 数回の軽い咳

□ 中等度のお腹の痛み
□ ¬～ 2回のおう吐
□ ¬～ 2回の下痢

目・口・

壽・顔面
の症状

□ 顔全体の腫れ

□ まぶたの腫れ

□ 強いかゆみ
□ 全身に広がるじんま疹
□ 全身が真つ赤

□ 軽いお腹の痛み (がまんできる)

回 瞳き気

回 目のかゆみ、充血     |
□ 回の中の違和感、唇の腫れ  i
□ くしゃみ、鼻水、鼻づまり ,

軽度のかゆみ
数個のじんま疹
部分的な赤み

□
□
□

一
繭蹴

①ただち章こ五どベン
Tを

使用する

②欺憩薫を要請する(11鐵運報)

①その場で安静を保つ

(立たせたり、歩かせたりしない)

①その場で救急隊を待つ

⑤可能なら内服薬を飲ませる

ただぢ i工裁急薫で

医療機関へ搬送

緊急性の率ど断と対応 8‐2参照

①内服薬を飲ませ、エピベン
①

を準備する

②速やかに医療機関を受診する

(敷急車の要請も考慮 )

⑥医療機関に到着するまで、

5分ことに症状の変化を観

察し、国 の症状が 1つでも

あてはまる場合、エピベン
①

を使用する

達ず■ミと`ここ

離ミ熱繋ミ受鱗

①内服薬を飲ませる

②少なくとも ]時間は 5分こと

に症状の変化を観察し、症状

の改善がみられない場合は医

療機関を受診する

錢籐罐巖、
進顧糠褒罐罐動錢
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猥

I

本マニユアルの利用にあたつては、下記の点にと留意ください。

☆保育所 。幼稚躙・学校では、食キ勿アレルギー対応委員会を設置してください。

☆教員 。職員の研修計画を策定してください。東京都等が実施する研修を受話し、善種ガイドライン
※

を参考として校内 。施設内での研修を実施してください。

☆緊急対応が必要になる可能性がある人を把握し、生活管理指導表や取組方針を確認するととも

に、保護者や主治医からの情報等を職員全員で共有してください。

☆緊急時に適切に対応できるように、本マニユアルを活用して教員 。職員の役割分担や運用方法を

決めておいてください。

☆緊急時にエピベンS、 内服薬が確実に使用できるように、管理方法を決めてください。

☆『症状チェックシー ト」は複数枚用意して、症状を観察する時の記録用紙として使用してください。

☆ エピベン°や内服薬を処方されていない (持参していなしヽ)人への対応が必要な場合も、基本的

Iコよ「アレルギー症状への対応の手順」に従つて判断してください。その場合、「エピベン°使用」

や「内服薬を飲ませる」の項は飛ばして、次の項に進んで判断してください。

※各種ガイ ドライン
・「食 物 ア レル ギー対 応 ガイ ドブ ック」 (平成 22年 東京都福祉保健局発行)

。「保 育所 にお けるア レル ギー対 応 ガ イ ドライ ン」 (平成 23年 厚生労働省発行)

。「学 校 の ア レルギ ー疾 悪 に対 す る取 り組 み ガイ ドライ ン」 (平成 20年 財回法人日本学校保健会発行)

この食物アレルギー緊急時対応マニユアルは

(http://WWwHtokyo‐ eiken.go.,p/kj_kankyo/allergy/to_pubtic/)よ リダウンロー ドできます。

籐

Ю

'そ

の他1

他児の対応

「管I塁・

マ五ュンル

「観察1

'誘

導ど
日 コ匠日日日

巴

119

保護者
への連絡

こっちです

I

I¬

どうしたの
9

平成25年フ月発行   登録番号(25)5
【監  修I 東京都アレルギー疾憲対策検討委員会
【編集・協力I 東京都立小児総合医療センター アレルギー科

東京消防庁・東京都教育委員会
【発  行l 東京都健康安全研究センター 企画調整部健康危機管理情報課

電言舌 03(3863)348フ
〔印  刷】 株式会社 プライムステーシヨン
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第 4章 学校生活 (給食以外)での留意点

1 学校生活で関係する活動
食物アレルギーについては、給食時間だけでなく、学校行事や学習活動 (家庭科、

生活科、理科、特別活動、総合的な学習の時間、クラブ活動等)、 食物を扱 う保護者

会行事での対応について配慮した個別対応計画を作成する。

(1)食物アレルギーと関係の深い学校での活動

・給食
。運動 (体育・クラブ活動・昼休みの運動等)

。食物・食材を扱 う授業 。活動

・動物の飼育活動

・宿泊を伴 う校外活動

(2)食に関する学校行事や学習活動

学校行事や学級活動、家庭科の調理実習や総合的な学習の時間、クラブ活動等で

食物や食材を使用する場合は、保護者に連絡し安全を確認するとともに、了角早の上

で学習活動を実施する。

① 調理実習等、食物や食材を扱 う授業や活動の場合

学級担任・教科担任等は、使用予定材料をよく確認 し、保護者に伝える。

また、加工食品に含まれるアレルギー物質の表示にも注意し、別メニューにする

等配慮をする。

② 教材や教具などの材料に原因食物 (ア レルゲン)が含まれている場合

生活科や理科、図画工作、美術、学級活動、動物の飼育活動等の教材や教具に原

因食物が含まれる場合には、除去したり、代替のものを用意したりする。

小麦 小麦粘上、 うどん 。パン作 り体験

牛乳パ ックを利用 した工作や体験牛乳

豆まき集会、栽培
ピーナンツ

(落花生)

そば 栽培、そば打ち体験、動物飼育時の敷きわら

大豆 栽培、豆腐やみそ作り、味噌汁の調理実習など

原因食物

(ア レルゲン)

留意する教材教具・学習活動例
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(3)体育、部活動等運動を伴 う活動

食物依存性運動誘発性アナフィラキシーの場合は、体育や部活動 (運ヨ
~力

部)や休

憩時間の遊びなどの運動により発症することがあるため、注意が必要である。

2 校外学習・宿泊を伴う行事等

(1)事前の確認

① 学校行事のバザーや PTA活 動等で、食品販売、食品提供を行 う場合は、食品

の内容 (原材料)を事前に保護者に連絡 し、封応を検討する。食品の内容 (原材料 )

が明確にならない場合には、家庭から他の原因食物を含まない食品を持参 しても

らうなどの対応を検討する。

宿泊を伴 う場合は、「宿泊行事用食物ア レルギー事前調査票」 (様式 15)に よ

る確認 と共に、旅行業者や保護者からの情報をもとに、どの場面でどのような配

慮が必要かを確認 してお く。

・体験学習の内蓉、使用する教材や教具などの材料等

・宿泊先や昼食場所等での食事内容

(除去食や代替食等の対応の可否について確認 )

② 症状が出たときの対応について、保護者に確認 しておくとともに、引率す る職

員全員で共通理解をしておく。

・内服薬は本人持参を原則、また、自分で服用できること。

・エ ピペン①を学校に持参 している場合は、校外学習の際も携行。また使用方

法の確認。

・緊急時の連絡体制。

(2)活動中の配慮事項

① 弁当や菓子類の友達同士でのやりとり、自由行動での食事内容に注意する。

(お土産の試食を断る等)

② 羽毛布団やそば枕等に注意する。 (本人および同室のすべてを変更する等 )

※ 様子がおか しかつた り、気分が悪 くなった りした場合は、す ぐに職員に申し

出ることを事前に指導 しておく。
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(3)宿 泊行事等の食物アレルギー対応チェックリス ト

□ 宿泊場所の選定

□ 旅行社 との連携 (飛行機にエピペン①を持ち込む際の連絡)

□ 食事について (提供先・保護者 と確認・検討 したか)

□ 寝具について (宿泊先にそば殻枕の撤去を依頼 したか)

(喘息や動物アレルギーの児童生徒は、羽毛布団も配慮が必要)

□ 緊急時について (医療機関 リス ト・エピペン①の携帯・内服薬の携帯)

□ 食物アレルギーを有する児童生徒への確認事項

・アレルギー対応食以外は食べない (弁 当 。おやつ 。食事 。生産の試食等 )

・ 自由行動中の活動や食事の検討

。誤食 したとき、具合が悪いときはす ぐに近 くの職員に知 らせる

(4)学級指導

食物アレルギーを有する児童生徒への配慮 と食物アレルギーについての基本的

な理解を促す指導

【指導内容例】
。食物アレルギーは、状況によつては生命に関わる重大なことである。

・食物アレルギーは好き嫌いによるものではない。個人によつてアレルギー反

応の起きる食物やアレルギー反応の様子は違 う。

・該当児童生徒が反応する食材を食べないように周囲の協力が必要である。

また、食べなくても肌に付いたり、臭いをかいだりしただけでアレルギー反応

を起こすことがある。

・アレルギー対応の児童生徒の給食は一番最初に配膳する。

・給食の交換をしない。

・食物アレルギーの反応が出ている友達がいたときの対応について (速やかに近

くの職員に連絡し、応援を呼ぶ等)
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(5)個別指導

発達段階に応 じて、個別に保健・栄養 。生活指導を行い、児童生徒自身の自己管

理能力を育成する。

【指導内容例】

・自分にとつて安全な食物と安全でない食物の見分け方(給食献立表の見方)

・安全でない食物が提供されたときの対処の仕方

・アレルギー反応による症状が出たときの対処方法

・アレルギー反応による症状が出ているときの伝え方

・食品表示の見方 (発達段階に応じて判断できる力)
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第 5章 職員研修・校内訓練

校内職員研修
食物アレルギーの基本的内容及びシミュレーション (エ ピペン①実技を含む)研修

を、学校の研修計画に位置付け、実施する。 日常の対応や緊急時の対応について、

全職員が共通理解のもとに、適切な行動がとれるように研修を実施する。

(1)職員研修のポイン ト

① 基本知識

ア 基本的な知識 と理解 (食物アレルギーやアナフィラキシーの定義 。原因 。症状な

ど)

② 日常の対応 (学校のマニュアルの確認 と周知)

ア 給食での配慮事項 (除去食・代替食・弁当持参などの確認方法や給食室・給食セ

ンター との連携 )

イ 給食以外で食物に関わる授業・行事・校外学習等における配慮事項

ウ 食物アレルギー個別姑応計画 (様式 5)

工 当該児童生徒に対する個別指導

オ 他の児童生徒への説明と協力体制

③ 緊急時の対応

ア 発生時の症状の確認や対応の仕方

イ 教職員の明確な役割分担

ウ 緊急対応訓練 (シ ミュレーション研修、消防機関や保護者、医療機関との連絡 )

エ エ ピペン①保持者の把握 と保管場所の確認や周知

オ エ ピペン①の使い方の習得 (実技研修)

(2)留意事項

① 自校にエピペン°処方児童生徒がいる場合は、食物アレルギー個別対応計画 (様式

5)を もとにシミュレーション研修を実施する。

② エ ピペン①処方児童生徒や食物アレルギー児童生徒が在籍 していない場合でも、

新規発症等に備えて、文部科学省 ゴ学校給食における食物アレルギー対応指針」

(平成27年 3月 発刊 )、 日本学校保健会 :「学校のアレルギー疾患に対する取 り組み

ガイ ドライン」 (平成20年 3月 発行 )、 新潟県教育委員会 :「学校における食物封応

指針」 (平成29年2月 発行)等をもとに研修を実施する。

③ 実施時期は、4月 末までに、校内において計画・実施 し、教育委員会事務局に報

告する (様式 16・ 17)。

④ 上越市教育委員会では、エピペン①実技研修セ ットの貸 し出しを行つている。
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(3)食物ア レルギー対応校内職員研修計画 (例 )

1   日

2 会

3 対

4 内

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

令和  年  月  日

食物ア レルギー対応校内職員研修会計画 (例 )

○○学校 保健安全教育部

時  令和  年  月  日(  ) 時  分～ 時  分

場

象  教職員 調理員 関係職員 等

容

給食姑応児童生徒

給食配膳方法の確認

食物アレルギー緊急時対応マニュアルの確認

DVD「 学校における食物アレルギー疾患対応資料」視聴

エ ピペン①の使用方法 と実技練習

事故発生時のシミュレーション研修

自校に食物アレルギー個別対応計画 (様式 5)を作成 した児童生徒がいる

場合は、個別対応計画をもとに行 う。

① 食物アレルギー給食対応者一覧表 (様式 6)

② 食物アレルギー緊急時対応マニュアル (東京者L資料)

③ 食物アレルギー個別対応計画 (様式 5)

【資料】
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第 6章 食物アレルギー事故発生時の公表基準

上越市教育萎員会は、市立幼稚園 。学校において食物アレルギー事故が発生 した場

合は、事故が発生 した学校や栄養士、調理員だけでなく、市内の他の学校や調理場の

教職員に対 して文書等による注意喚起をおこない、教職員の危機意識を高めるととも

に、これまで気付かなかつた事故の要因が新たに認識 されることにより、事故を未然

に防 ぐことに繋がるため周矢目を行 うこととしている。

さらに、事故原因の究明と再発防止策の徹底を行い、学校給食における安全安心で

確実なア レルギー対応に取組むことを保護者並びに市民に公表するために、次の公表

基準を定め報道機関に情報提供を行 う。

<公表基準>
(ア )栄養士、調理員等の給食調理従事者が食物アレルギーの原因食物の見落とし

及び誤配食により、児童生徒が原因食物を食べた場合

(イ )学級による誤配食により、児童生徒が食物アレルギーの原因食物を食べた場合

(ウ )食物アレルギー未対応者が給食終了後にアレルギー症状を発症 し、医療機関を

受診 し、かつ入院を有するなど重篤な場合

*上記の (ア )(イ )の場合において、症状発症や医療機関受診の有無に関わらず、

保護者の同意があった場合に報道機関に情報提供を行 う。

<公表内容 >
・概要 と事実経過 (状況、症状、該当者の学年等)

・事故原因

。再発防止策

<食物ア レルギー事故発生時の公表のフローチャー ト>

公 表保護者の同意あり

原因食物を食べた
食物アレル

ギー対応者
保護者の同意なし 非公表

公  表保護者の同意あり
医療機関

受診

入院

など
症状発症

食物アレル

ギー未対応者
保護者の同意なし 非公表

食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
事
故
発
生
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参考資料

新潟市幼児 。児童・生徒 食物アレルギー対応マニュアル (新潟市教育委員会)

調布市立学校 食物アレルギー対応マニュアル (調布市教育委員会 )

食物アレルギー緊急時対応マニュアル (東京都 )
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上越忠義隊けんけんず ⑥上越市

本手引きは下記のホームページよりPDFフ ァイルをダウンロー ドできます。

新潟県上越市ホームページ

https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kyouikusoumu/kyusyoku― are.html
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資料3-②

【給食指1導担当職員痛】
食物アレルギ■対応―
1当増チエックリスト|

回

一

当日の食物アレルギー対応一覧表を確認

重症度によつては配騰に関わらせない

アレルギー対応児童生徒の配膳が一番最初

【小学校】
1食分そろつた給食を該当児童と一緒に、「対応一覧

表」と「対応カード」を照ら し合わせ、間違いないか確認
してから、「いただきます」

【中学校】
喫食前に、生徒本人に確認の徹底を指導、目視・声か

けなど補助的な確認

「ラップ」と「対応カード」を外すのは「いただきます」のあと

し

　

・

なむ含

　

一

膳
　

．

配
　
・

加追

　
一

り

　
　
一

わ

　

・

ヽ
力

　

　

．

お

　

一

よてべ

　

・

すの

　

一

上イ

　

一

レトり
　
　
，

ど

　

・

み

一一
回

一一
回

・

対応目はすべておかわり繁止
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上越市立小学校における 

食物アレルギー誤食事故にかかる報告書 
 

令和６年２月 

上越市教育委員会 

  担当 上越市教育委員会教育総務課、学校教育課 

      〒942-8563 新潟県上越市下門前 1770番地 

      TEL 025-545-9266、025-545-9264 

 


